
 

 

 

 

栃木県建築基準条例の解説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木県建築行政連絡協議会 

 

令和８ (2024)年４月 

 



目 次 

第１章 総 則 (第１条～第３条) ...................................................................................................................... １ 

第２章 災害危険区域 (第４条・第５条) ............................................................................................................ ４ 

第３章 がけと建築物との関係 (第６条) ............................................................................................................ ６ 

第４章 大規模な建築物等の敷地と道路との関係 (第７条) ............................................................................... ８ 

第５章 特 殊 建 築 物 ....................................................................................................................................... ９ 

第１節  通 則 (第７条の２～第１２条) ................................................................................................................ ９ 
第２節  学校及び保育所 (第１３条) ....................................................................................................................１６ 
第３節  劇場、映画館、演芸場、観覧場及び公会堂 (第１４条～第２１条) ....................................................１７ 
第４節  物品販売業を営む店舗 (第２２条・第２３条) ......................................................................................３０ 
第５節  公 衆 浴 場 (第２４条・第２５条) ........................................................................................................３２ 
第６節  ホテル及び旅館 (第２６条～第３１条) .................................................................................................３４ 
第７節  共同住宅、寄宿舎及び老人福祉施設 (第３２条～第３５条) ...............................................................４２ 
第８節  自動車車庫及び自動車修理工場 (第３６条～第３９条) .......................................................................４８ 
第９節  キャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、料理店及び飲食店 (第４０条～第４２条) .........５１ 

第６章    長 屋 (第４２条の２) ...................................................................................................................... ５４ 

第７章 日影による中高層の建築物の高さの制限 (第４３条) ....................................................................... ５５ 

第８章 雑 則 (第４４条～第４７条) ........................................................................................................... ６０ 

第９章 罰 則 (第４８条・第４９条) ........................................................................................................... ６４ 

附 則 ................................................................................................................................................................... ６５ 



１ 

第１章 総 則 (第１条～第３条) 
 

(趣 旨) 

第１条 この条例は、建築基準法(昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。)第

３９条の規定による災害危険区域の指定及びその区域内における建築物の建築に関

する制限、法第４０条の規定による建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限の

付加、法第４３条第３項の規定による建築物又はその敷地と道路との関係についての

制限の付加並びに法第５６条の２第１項の規定による日影による中高層の建築物の

高さの制限に係る区域等の指定に関して必要な事項を定めるものとする。 

(平１５条例４０・平３０条例３８・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は条例の趣旨及び条例制定の根拠を明示したものである。 

法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定め、全国一律に適用

するものである。しかし、地方の実情ないし当該法の目的である、国民の生命、健康及び

財産の保護を図ることが充分達し得ない場合は、地方公共団体が条例を制定し得ることと

しており、条例委任事項には次のものがある。 

１ 津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、住居の用

に供する建築物の建築の禁止、その他の建築物について災害防止上必要な制限をするこ

とができること。（法第３９条第１項及び第２項） 

２ 建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を付

加することができること。（法第４０条） 

３ 特殊建築物、階数が３以上である建築物、窓その他の開口部を有しない居室を有する

建築物、延べ面積が１,０００平方メートルを超える建築物又は敷地が袋路状道路にのみ

接する延べ面積が１５０平方メートルを超える建築物（一戸建ての住宅を除く。）に関し

て、敷地が接する道路の幅員、敷地が道路に接する部分の長さ、その他敷地又は建築物

と道路との関係について必要な制限を付加することができること。（法第４３条第３項） 

４ 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る区域等の指定に関して定めることがで

きること。（法第５６条の２） 

  ここでいう区域等とは、他に日影時間の指定のことである。 

このほか、市町村が制定する条例に、土地の状況により区域を限り法の適用を一部緩和

する条例（法第４１条）、建築協定に関する条例（法第６９条）及び伝統的建造物群保存地

区内の制限の緩和の条例（法第８５条の３）などがある。 
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(用語の定義) 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和２５年政令第

３３８号。以下「令」という。) の例による。 

 

〔解 説〕 

本条は条例における用語の意義について規定したものであるが、特に本条例で定義する

ことなく、法及び令の定めるところによることとした。 

法第２条（用語の定義）の規定においては、「建築物」、「特殊建築物」、「建築設備」、「居

室」、「主要構造部」、「特定主要構造部」、「延焼のおそれのある部分」、「耐火構造」、「準耐

火構造」、「防火構造」、「不燃材料」、「耐火建築物」、「準耐火建築物」、「設計」、「工事監理

者」、「設計図書」、「建築」、「大規模の修繕」、「大規模の模様替」、「建築主」、「設計者」、「工

事施工者」、「都市計画」、「都市計画区域又は準都市計画区域」、「特定行政庁」及び各種地

域・地区の意義について定めている。 

また、令第１条（用語の定義）の規定においては、「敷地」、「地階」、「構造耐力上主要な

部分」、「耐水材料」、「準不燃材料」及び「難燃材料」の意義を定めている。 

 

 

 

(適用の除外) 

第３条 第７条、第１４条、第２２条及び第３７条の規定は、都市計画区域及び準都市

計画区域外においては、適用しない。 

(平１５条例４０・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、条例の規定のうち敷地と道路との関係についての規定は、都市計画区域及び準

都市計画区域内に限り適用される旨を制定したものである。 

第７条、第１４条、第２２条及び第３７条の規定は、それぞれ大規模な建築物等、劇場

等、物品販売業を営む店舗及び車庫等における敷地と道路との関係を規定したものであり、

これらは法第４３条（敷地等と道路との関係）第３項の規定に基づいている。この規定は、

都市計画区域及び準都市計画区域内に適用されるものであり（法第４１条の２）、この条文

を根拠とする条例は当然、都市計画区域及び準都市計画区域外においては適用されないが、

このことを明確にするための確認規定である。 

なお、本県の都市計画区域及び準都市計画区域の指定状況は表１-１のとおりである。 
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表１-１ 都市計画法適用都市一覧表 

 
（令和８(2026)年４月１日現在）栃木県県土整備部都市政策課調べ 

 
都 市 計 画 

区 域 名 
市町村名 旧市町村名 

当 初 指 定 

年 月 日 

最 終 変 更 

年 月 日 

都 市 計 画 区 域 

区域 
面 積

（ha） 
人 口 ※① 

線
引
き
都
市
計
画
区
域 

宇 都 宮 

宇都宮市 

旧宇都宮市 昭 ３. ９.１１ 

平２８. ３.２９ 

全部 ４１,６８５ ５１５,８００ 旧上河内町 平１０. ６. １ 

旧 河 内 町 昭３６.１０.３０ 

鹿 沼 市 旧 鹿 沼 市 昭１０.１０. ４ 一部 １１,１９６ ７７,７００ 

真 岡 市 
旧 真 岡 市 昭１０. ９.２５ 

全部 １６,７３４ ７８,１００ 
旧 二 宮 町 昭２５. ２.２１ 

上三川町  昭３０. ３.３１ 全部 ５,４３９ ３０,６００ 

芳 賀 町  昭４９.１２.２０ 全部 ７,０１６ １４,６００ 

壬 生 町  昭２７. ２.２１ 全部 ６,１０６ ３７,９００ 

高根沢町  昭３０. ３.３１ 全部 ７,０８７ ２８,７００ 

小 計    ９５,２６３ ７８３,４００ 

足 利 

 

佐 野 

足 利 市  昭 ４. ６.１２ 

昭４５. ８. ４ 

全部 １７,７７６ １３９,１００ 

佐 野 市 

旧 佐 野 市 昭１１. ４.１３ 

一部 １３,２５４ １０４,０００ 旧 田 沼 町 昭３５. ４.１８ 

旧 葛 生 町 昭１１. ６.１９ 

小 計    ３１,０３０ ２４３,１００ 

小 山 

 

栃 木 

栃 木 市 

旧 栃 木 市 昭１１. ４.１３ 

平２８. ３.２９ 

一部 ２９,９５０ １４７,０００ 

旧 大 平 町 昭１１. ４.１３ 

旧 藤 岡 町 昭４５. ８. ４ 

旧 都 賀 町 昭１１. ４.１３ 

旧 岩 舟 町 昭４０. ８.１１ 

小 山 市  昭１８. ５.２６ 全部 １７,１７６ １６６,８００ 

下 野 市 

旧南河内町 昭４５. ８. ４ 

全部 ７,４５９ ５９,４００ 旧 石 橋 町 昭２４.１１. ４ 

旧国分寺町 昭２８.１１.２０ 

野 木 町  昭３６. ６. ６ 全部 ３,０２６ ２４,９００ 

小 計    ５７,６１１ ３９８,１００ 

非
線
引
き
都
市
計
画
区
域 

西 方 栃 木 市 旧 西 方 町 昭５０. ７. １ ― 一部 ３,２００   ５８,０００ 

粟 野 鹿 沼 市 旧 粟 野 町 昭５０. ７. １ ― 一部 ４,６９１   ５２,０００ 

日 光 日 光 市 

旧 日 光 市 昭 ９. ４.２０ 

平２３. ７. １ 一部 ４８,２４３ ７１,８００ 旧 今 市 市 昭 ９. ４.２０ 

旧 藤 原 町 昭１１. ６.２９ 

大 田 原 大田原市  昭 ９. ４.２０ 昭５０. ７. １ 一部 １３,３８０ ５３,７００ 

矢 板 矢 板 市  昭２５. ２.２１ 昭５７.１２.２４ 一部 １６,１９４ ２９,９００ 

那須塩原 那須塩原市 

旧 黒 磯 市 昭 ９. ４.２０ 

平２３. ７. １ 一部 ３９,６５１ １１５,２００ 旧西那須野町 昭３１. ４.２７ 

旧 塩 原 町 昭 ９. ４.２０ 

さ く ら さくら市 
旧 氏 家 町 昭２４.１１. ４ 

平２３. ７. １ 全部 １２,５６３ ４３,６００ 
旧喜連川町 昭５０. ７. １ 

那須烏山 那須烏山市 
旧 烏 山 町 昭２４. ２.２２ 

平２３. ７. １ 一部 １２,７９２ １９,８００ 
旧南那須町 平１０. ６. １ 

益 子 益 子 町  昭５０. ７. １ ― 全部 ８,９４０ ２１,２００ 

茂 木 茂 木 町  昭４０.１１. ９ 平 ７. ５. １ 全部 １７,２６９ １１,３００ 

市 貝 市 貝 町  昭５０. ７. １ ― 全部 ６,４２５ １１,０００ 

塩 谷 塩 谷 町  昭５０. ７. １ 昭５７.１２.２４ 一部 １６,１６８ ９,５００ 

那 須 那 須 町  昭 ９. ４.２０ 昭５０. ７. １ 一部 ２６,０４４ １９,０００ 

那 珂 川 那珂川町 旧 馬 頭 町 昭３３.１０.２８ 平２３. ７. １ 一部 ３,８８０ ５,４００ 

 小 計    ２２９,４４０ ４２２,４００ 

合 計 
   ※② 

４１３,３４４ 

※② 

１,８４７,０００ 

※① 都市計画区域人口については、住民基本台帳人口（外国人含む）による（令和７(２０２５)年３月３１日現在） 

※② 各面積、人口の数値は端数を四捨五入して表示しているため、合計値と一致していない 
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第２章 災害危険区域 (第４条・第５条) 
 

(災害危険区域の指定) 

第４条 法第３９条第１項の規定による災害危険区域として、急傾斜地の崩壊による災

害の防止に関する法律(昭和４４年法律第５７号。次条において「急傾斜地法」とい

う。)第３条第１項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域を指定する。 

 
〔解 説〕 

法第３９条（災害危険区域）第１項の規定において、津波、高潮、出水等により危険の

著しい区域を災害危険区域として指定することができることになっているが、急傾斜地法

において指定された急傾斜地崩壊危険区域をそのまま、この災害危険区域として指定する

ものである。 

急傾斜地法においては、法第３９条第１項による災害危険区域の指定を義務付けていた

（急傾斜地法旧第１９条）。これはがけ等の崩壊危険区域において同法により有害行為を規

制し、また、崩壊防止工事を施工するとしても対策として万全ではないため、建築の制限

をし、万一崩壊が生じた場合においても被害を最小限に抑えて、人命の安全を確保するこ

とを第一に考えているからである。 

当該災害危険区域内における区域指定以前の危険住宅に対しては、移転を行う場合にが

け地近接等危険住宅移転事業及び防災集団移転促進事業（いずれも国土交通省所管）の国

の補助事業がある。 

なお、県内の指定箇所は令和８（２０２６）年３月３１日時点で２８７箇所ある。指定

区域については、各特定行政庁に確認すること。 

また、市町の条例により、浸水被害を受けた区域を災害危険区域に指定しているため、

各市町に確認すること（令和８（２０２６）年３月３１日時点：小山市、那須烏山市） 

 

(災害危険区域内の建築制限) 

第５条 前条の規定により指定された災害危険区域内において、居室を有する建築物を

建築する場合には、当該建築物はその基礎及び主要構造部が鉄筋コンクリート造又は鉄

骨鉄筋コンクリート造であり、かつ、当該居室の開口部が急傾斜地法第２条第１項に規

定する急傾斜地(以下この条において「急傾斜地」という。)に面していないものでなけ

ればならない。ただし、当該建築物に係る急傾斜地について同条第３項に規定する急傾

斜地崩壊防止工事がなされている場合その他崖崩れによる被害を受けるおそれのない場

合は、この限りでない。 

(平１１条例１５・令７条例１８・一部改正) 

 
〔解 説〕 

本条は、前条により指定した災害危険区域内における急傾斜地の崩壊から人命を守るた

め、居室のある建築物の構造制限等を規定したものである。 

災害危険区域内に建築できるものとしては、基礎及び主要構造部が鉄筋コンクリート造又

は鉄骨鉄筋コンクリート造で、傾斜地に面して居室の開口部がない構造のものである。 

ただし書により、建築物が面する急傾斜地に擁壁等の崩壊防止工事が施工されている場合

又はがけ崩れにより建築物が被害を受けるおそれがない場合は、本条の適用は受けない。 

ここで、「がけ崩れによる被害を受けるおそれのない場合」とは、傾斜面が岩等でがけ崩

れの危険性が考えられない場合又は建築物の位置ががけから離れたところにあり流出土砂

が建築物に到達しない場合等が考えられる。 

急傾斜地崩壊防止工事とは、急傾斜地崩壊危険区域内において急傾斜地が崩壊しないよ

う施工する擁壁、排水施設等の工事をいう。 
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図２-１ 建築できる例         図２-２ 建築できない例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図２-３ ただし書の例 

 

 

【参考】土砂災害特別警戒区域内の建築物の建築についての留意点 

 

本条例における災害危険区域以外であっても、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防

止対策の推進に関する法律（以下「土砂法」という。）」により、通称レッドゾーンと呼ば

れる「土砂災害特別警戒区域（以下「特別警戒区域」という。）」内に居室を有する建築物

を建築する際は、構造方法に関しても制限（令第８０条の３ほか）が生じることに留意す

る必要がある。 

また、土砂法第２５条において、特別警戒区域内における居室を有する建築物に関し、

都市計画区域外等に建築する場合であっても、法第６条に基づく確認申請提出を規定して

いることから、法第６条第１項４号に規定する建築物等も確認申請が必要になる場合があ

るため、特別警戒区域内の建築物には注意すること。 

傾斜面に崩壊防止工事の施工済又は

流出土砂が建物に到達しない場合等 

構造に制限なし 

防止工事なし 

木造住宅等 

開口部 

鉄筋コンクリート造 



６ 

第３章 がけと建築物との関係 (第６条) 
 

第６条 がけ(地表面の水平面に対するこう配が３０度を超える土地で、高さが２メー

トルを超えるものをいう。以下この条において同じ。)に建築物を建築する場合又は

がけの上にあつてはがけの下端から、がけの下にあつてはがけの上端からがけの高さ

の２倍の水平距離内に建築物を建築する場合には、構造耐力上安全な擁壁をがけに設

置し、又はこれに代わる措置を講じなければならない。ただし、次の各号のいずれか

に該当する場合は、この限りでない。 

（１）がけの上に建築物を建築する場合において、建築物ががけに影響を及ぼすおそ

れのないとき。 

（２）がけの下に建築物を建築する場合において、がけ崩れによる被害を受けるおそ

れがない建築物の部分を除きその基礎及び主要構造部が鉄筋コンクリート造若

しくは鉄骨鉄筋コンクリート造であるとき又は建築物が居室を有しないとき。 

（３）がけの形状及び土質によりがけ崩れのおそれがないとき。 

(平１１条例１５・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、傾斜面が３０度を超え、高さが２メートルを超えるがけの一定距離以内に建築物

を建築する場合、がけの崩壊に対する安全措置として、原則としてがけ面に擁壁を設けるこ

とを規定したものである。ここで、傾斜面の角度が３０度を超えるものとしたのは、過去に

がけ崩れを起こした斜面の角度から、３０度を超えると崩壊の発生が急に多くなっているこ

とにより、高さが２メートルを超えるものとしたのは、法により工作物として確認申請の手

続きを必要とする擁壁（法第８８条、令第１３８条）を対象としたためである。 

前条が災害危険区域内にのみ適用されるものに対して、本条の規定は都市計画区域及び

準都市計画区域の内外を問わず県内全域において適用されるものであり、災害危険区域内

においては、前条と本条の両方が適用されることになる。また、特別警戒区域内外に関わ

らず本条が適用される。 

本条中、「構造耐力上安全な擁壁」としては、宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条、

都市計画法（以下「都計法」という。）第２９条又は都計法第４３条に基づく許可により造

成された既存擁壁等で、劣化がなく、かつ、設計地耐力が十分安全であるものが考えられ

る。また、「擁壁に代わる措置」としては、法面にコンクリート枠を取り付ける工法（のり

枠工）等のがけ崩れを防止するために有効な工法が考えられる。 

ただし書により、本文の適用されない場合は次のとおりである。 

第１号は、がけの上に建築する場合に建築物ががけに影響を及ぼすおそれのない場合を

規定したもので、杭地業により直接支持層に建築物の全荷重を伝える構造等の建築物は、

がけ崩れを助長することがないものと考えられる。 

第２号は、がけの下に建築する場合に、がけ崩れの被害を受けるおそれのある部分を鉄

筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とした場合には建築できる旨を規定したも

のである。 

第３号は、がけ面が岩等であるなど、がけ崩れのおそれがないと判断できる場合である。 

確認申請において、現行の添付図書だけでは適用対象となるがけがあるかどうか判断で

きない場合が考えられるので、栃木県建築基準法施行細則第１３条において、がけの形状

を示す図面の添付を義務付けている。 

なお、都市計画区域及び準都市計画区域外における木造住宅等、確認申請が不要な場合

においても本条が適用される。がけ崩れによる災害を防止するため、特に関係者に対する

啓蒙を図る必要がある。 
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図３-１ 適用の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３-２ がけの上に建築できる場合の例（第１号） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３-３ がけの下に建築できる場合の例（第２号） 

２Ｈ 

２Ｈ 

がけの高さ Ｈ＞２ｍ 

杭 地 業 

支 持 層 

流出土砂 

鉄筋コンクリート造若しくは

鉄骨鉄筋コンクリート造又は

建築物が居室を有しない場合 



８ 

第４章 大規模な建築物等の敷地と道路との関係 (第７条) 
 

第７条 建築物の敷地は、３階以上の建築物(３階建専用住宅を除く。)にあつては道路

に４メートル以上、延べ面積(同一敷地内に２以上の建築物がある場合は、その延べ

面積の合計)が１,０００平方メートルを超える建築物にあつては道路に６メートル

以上接しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限

りでない。 

（１）法第４３条第２項第１号の規定による認定を受けたとき。 

（２）法第４３条第２項第２号の規定による許可を受けたとき。 

（３）その他建築物の敷地及び周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がない旨

の知事の認定を受けたとき。 

(平１１条例１５・平３０条例３８・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、大規模な建築物等の敷地が道路に接する幅を規定し、火災等の非常時における

避難、通行上の安全を確保する規定である。 

この規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内において適用され、地上３階以上の建

築物（３階建専用住宅を除く。）の敷地は法及び令に規定された非常用進入口の確保のため

に４メートル以上道路に接することとし、延べ面積の合計が１,０００平方メートルを超え

る建築物の敷地は、車の出入りを考慮して６メートル以上道路に接することを定めたもの

である。 

道路に僅かにしか接していないいわゆる路地状敷地を解消しようとするものであるが、

敷地内通路の幅員を定めたものではない。 

以上の原則に対して、ただし書による認定を受けた場合、本条は適用されない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図４-１ 大規模建築物の敷地の接道 

 

道路に接しなければならない

敷地の幅 Ｗ 

 

３階以上 Ｗ≧４ｍ 

 

延べ面積が１,０００㎡を 

超えるもの Ｗ≧６ｍ 

Ｗ 
道 路 

対象建築物 
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第５章 特 殊 建 築 物 

 
第１節  通 則 (第７条の２～第１２条) 

 

（別の建築物とみなすことができる部分） 

第７条の２ 第２０条第１号、第２４条、第２６条、第３１条、第３２条及び第３８条

に規定する基準の適用上一の建築物であっても別の建築物とみなすことができる部分

として令第１０９条の８に定める部分が２以上ある建築物の当該建築物の部分は、こ

れらの規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 

（令６条例１８・追加） 

 

〔解 説〕 

本条は、令１０９条の８に規定する火熱遮断壁等により分離された部分が２以上ある建

築物については、第２０条第１号（客席が避難階以外の階にある劇場等）、第２４条（公衆

浴場の構造制限）、第２６条（ホテル及び旅館の構造制限）、第３１条（ホテル及び旅館の

防火区画）、第３２条（２階に設ける共同住宅及び寄宿舎の制限）及び第３８条（自動車車

庫及び自動車修理工場の構造制限）の特殊建築物の防火・耐火に関する規定の適用にあた

り、それぞれの部分を別の建築物とみなす規定である。 
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１０ 

(区画避難安全性能を有する区画部分等に対する適用の除外) 

第８条 令第１２８条の７第２項に規定する区画避難安全性能を有する同条第１項に

規定する区画部分、令第１２９条第２項に規定する階避難安全性能を有する建築物の

階又は令第１２９条の２第３項に規定する全館避難安全性能を有する建築物の階に

ついては、第４２条第１項（階段に係る部分を除く。）の規定は、適用しない。 

２ 令第１２９条第２項に規定する階避難安全性能を有する建築物の階又は令第１２９

条の２第３項に規定する全館避難安全性能を有する建築物の階については、第１３条、

第１７条、第１９条、第２８条、第２９条、第３５条の規定は、適用しない。 

３ 令第１２９条の２第３項に規定する全館避難安全性能を有する建築物については、

次条、第９条、第１６条第１項、第１８条、第２０条、第３１条及び第４１条の規定

は、適用しない。 

(平１２条例５５・追加・平２８条例３３・平３０条例４５・令２条例３２・令６

条例１８・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条第１項では、区画避難安全性能（当該区画部分（一の階にある居室その他の建築物

の部分であって、準耐火構造の床若しくは壁又は一定の防火設備で区画されたもの）のい

ずれの室で火災が発生した場合においても、当該区画部分から当該区画部分以外の部分等

までの避難を終了するまでの間、避難上支障がある高さまで煙・ガスが降下しないこと）

を有する建築物の階、階避難安全性能（階におけるどの室から火災が発生しても、直通階

段へ避難するまで、避難上支障がある高さまで煙やガスが降下しないものであること）を

有する建築物の階及び全館避難安全性能（全館のどの室から火災が発生しても、地上へ避

難するまで、避難上支障がある高さまで煙やガスが降下しないものであること）を有する

建築物についてキャバレー等における内装制限に関する規定は適用しないこととしている。 

第２項では、階避難安全性能を有する建築物の階及び全館避難安全性能（全館のどの室

から火災が発生しても、地上へ避難するまで、避難上支障がある高さまで煙やガスが降下

しないものであること）を有する建築物について教室等、劇場等、ホテル等、共同住宅等

における出口、廊下、歩行経路に関する規定は適用しないこととしている。 

第３項では、全館避難安全性能を有する建築物について、特殊建築物、劇場等、ホテル

等、キャバレー等の出口等、避難経路、階段、客席、防火区画、避難階段等に関する規定

は適用しないこととしている。 

 

 

  



１１ 

(避難階における屋外への出口及び通路) 

第８条の２ 法別表第１(い)欄(一)項、(二)項(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。)、

(三)項及び(四)項に掲げる用途に供する特殊建築物で、これらの用途に供する部分の

床面積の合計が５００平方メートルを超えるものの避難階における屋外への出口は、

避難上有効な２以上の位置に設けなければならない。 

２ 前項に規定する建築物の敷地内には、同項の規定による出口から道(都市計画区域

及び準都市計画区域内においては、法第４２条に規定する道路をいう。以下同じ。)又

は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が１.５メートル以上の通路を設けなければ

ならない。 

(平１２条例５５・旧第８条繰下、平１５条例４０・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、５００平方メートルを超える規模の特殊建築物を対象として、避難階における

屋外への出口を２以上設けることにより、災害時の２方向避難を確保するよう規定したも

のである。 

第１項は、避難階における出口は階段（居室）から一定の歩行距離以内に１以上必要と

されているが（令第１２５条）、２以上の出口を設けることを義務付けたものである。 

ここで、「避難上有効な２以上の位置」とは、２以上の出口が２方向に離れた位置にある

ものをいう。なお、歩行距離については特に規定していないが、令第１２５条の規定を満

足することが必要である。 

第２項は、前項により設けられた２以上の出口について、道路等に通じる敷地内通路を

確保することとしたものである。 

ここで、敷地内通路が通じなければならない道とは、国・県・市町道等の一般の交通の

用に供するものをいうが、都市計画区域及び準都市計画区域内においては、法第４２条（道

路の定義）の規定による道路をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-１ 避難階における屋外への出口及び通路 
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１２ 

(避難経路の確保) 

第９条 法別表第１(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供する特殊建築物

で、これらの用途に供する部分の床面積の合計が１,０００平方メートルを超え、地

階又は３階以上の階に居室を有し、かつ、特定主要構造部を耐火構造又は令第１０８

条の４第１項第１号イ及びロに掲げる基準に適合する構造としたものの避難階にお

ける屋内の階段(避難階から直上階又は直下階のみに通ずる階段を除く。)から屋外へ

の出口に至る歩行距離が令第１２０条に規定する数値以下となる出口の一に至る歩

行経路に係る部分(当該部分から人が出入りすることのできる便所その他これに類す

るものを含む。以下この条において同じ。)は、当該部分とその他の部分とを耐火構造

若しくは令第１０８条の４第１項第１号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の床

若しくは壁又は法第２条第９号の２ロに規定する防火設備で令第１１２条第１９項

第２号に規定する構造であるもので区画しなければならない。ただし、当該歩行経路

に係る部分にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のもの及び令第

１２６条の３の規定に適合する排煙設備を設ける場合は、この限りでない。 

(平１２条例５５・平２７条例４０・平３０条例４５・令元条例１５・令２条例３２・

令６条例１８・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、避難階が火災の場合に、建築物内の人が防火区画された階段から建築物の外に

安全に到達できるよう、避難経路の確保を図ったものである。 

令第１１２条（防火区画）第１０項、第１１項及び第１２項により、地階又は３階以上

に居室を有する耐火構造の建築物における階段等の竪穴は防火区画されるが、屋内階段の

うち避難階から直上階又は直下階のみに通じるものには竪穴区画が適用されない関係上、

本条においても適用しないこととした。 

避難階において、屋内階段から建築物の出口に至る経路部分（令第１２０条の規定によ

る歩行距離を満足する出口までの経路）は、他の部分と耐火構造の床、壁等により区画し

なければならないが、便所・ホール等で経路と一体となった部分については、平面計画上

区画が困難であり、また、火災荷重が少ないものであると考えられることから当該経路に

含めて他の部分と区画すればよい。 

なお、防火区画の場合、その開口部には防火設備又は特定防火設備で、常時閉鎖又は煙

感知器連動のものを設けなければならない。 

ただし書の規定により、防火上主要な間仕切壁までの経路部分にスプリンクラー設備と

排煙設備を設けた場合には、本条の規定は適用されないことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-２ 避難階における避難経路の区画の例 

特定防火設備等 ホール 
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１３ 

(防火区画を貫通する風道に設ける防火設備) 

第１０条 前条、第２９条第１項第１号及び第３１条の規定により区画された部分を貫

通する換気、暖房又は冷房の設備の風道には、当該貫通する部分又はこれに近接する

部分に法第２条第９号の２ロに規定する防火設備で令第１１２条第２１項の規定に

適合するものを設けなければならない。 

(平１２条例５５・平３０条例４５・令元条例１５・令２条例３２・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、防火区画を貫通する空調の風道等を通じて火災が延焼することを防止するため、

条例に規定した防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の設置を義務付けたものである。 

これは、避難階における屋内階段から出口に至る避難経路の防火区画（第９条）、ホテル等

の３階以上の宿泊室から直通階段までの廊下等の防火区画（第２９条第１項ただし書）、建

築物の一部がホテル等の用途に供される場合の当該部分と他の部分の防火区画（第３０条）

における耐火構造とした床、壁を貫通するダクトの風道等に適用されるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-３ 防火区画を貫通する風道に設ける防火設備 

 

 

 

(敷地内の通路の安全措置) 

第１１条 法別表第１(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物

の敷地内における令第１２８条の規定による通路、第８条の２第２項の規定による通

路又は第３３条第１号(第４２条の２において準用する場合を含む。)の規定による通

路を、傾斜地、河岸その他これらに類するもので避難上支障があるものに設ける場合

又はこれらのものに接し、若しくは近接して設ける場合には、当該通路に手すり、さ

く、金網又は階段の設置その他安全上適切な措置を講じなければならない。 

(平１１条例１５・平１２条例５５・令元年条例７・一部改正) 

 

● ● 

● ● 

ダクト 

ダクト 

防火区画を貫通する風道に 
設ける防火設備 

条例による防火区画の壁 

防火区画を貫通する風道に 
設ける防火設備 



１４ 

〔解 説〕 

敷地が傾斜していたり、河岸等に接している場合において、建築物から道路に避難する

ための敷地内通路が危険であっては、最終的に安全が確保されないことになる。このため、

本条では、これらの通路に安全施設の設置を義務付けている。 

法別表第１(い)欄(一)項から(四)項までの特殊建築物について、令によるところの避難

階段から地上に下りたところや建築物の出口から道路に至る通路（令第１２８条）、条例に

より２以上設けた出口からの通路（第８条の２第２項）又は共同住宅等の主要な出口から

の通路（第３３条第１号及び第４２条の２）に手すり等の安全上必要な措置を講ずること

を規定している。 

傾斜地、河岸その他これらに類するものには、湖岸や沼畔が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-４ 河岸等に通路が接する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-５ 敷地内の通路が傾斜面の場合 
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１５ 

(らせん階段) 

第１２条 法別表第１(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物

におけるらせん階段は、踏面の最小寸法が令第２３条第１項の規定に適合するものと

しなければならない。ただし、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途

に専用する階段は、この限りでない。 

 

〔解 説〕 

本条は、らせん階段の内側の踏面の最小寸法について規定したものである。らせん階段

の歩行状況を見ると、内側を通ることが多いが、内側は足がかかる部分が狭く、特に非常

時に使用される場合は足を踏みはずすおそれがあるため、通常の直線と比較すると避難上

有効でない。したがって、一般の階段として適当な構造ではなく、内側の狭い部分の踏面

寸法を広く取る必要があることから、令第２３条（階段及びその踊場の幅並びに階段のけ

あげ及び踏面の寸法）の規定により定められた寸法を最小限とすることとしている。 

しかし、昇降機機械室用の階段その他特定の用途にのみ使用される階段については、利

用が特定の者に限られ、特に一般の人の利用を考慮する必要はないので、ただし書により

本条の規定を適用しないこととしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-６ らせん階段の寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-７ 令第２３条による寸法の測り方 
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１６ 

第２節  学校及び保育所 (第１３条) 
 

(教室等の出口) 

第１３条 学校の教室その他幼児、児童、生徒若しくは学生を収容する室又は保育所の

幼児を収容する室には、廊下、ホールその他これらに類するもの又は屋外に通ずる２

以上の出口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。 

（１）法第２条第９号の２イに掲げる基準に適合する建築物であるとき。 

（２）令第１１０条第１号に掲げる技術的基準に適合する建築物であるとき。 

（３）室が避難階にあり、かつ、当該室から直接屋外へ出ることができる構造である

とき。 

（４）バルコニー、屋外階段等が設けられており、かつ、室から２以上の方向に屋外

へ出ることができる構造であるとき。 

（５）その他室の規模又は構造により避難上支障がない旨の知事の認定を受けたと

き。 

(平１１条例１５・平１２条例５５・平２７条例４０・一部改正) 

 

〔解 説〕 

学校における教室、図書室及び音楽室等、生徒を収容する室又は保育所の幼児を収容す

る室は、火災等の災害時における混雑緩和のため２方向に避難できるようにすることが大

切であることから、２以上の出口を設けることを規定したものである。 

また、２以上の出口が２方向に離れた位置にある場合、歩行距離について特に規定して

はいないが、令第１２０条及び令第１２５条の規定を満足することが必要である。 

ただし書（５）の室の規模及び構造により避難上支障ないものの例としては、各種学校

の教室等で床面積が小規模であるものなどが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-８ 廊下等の出口が１箇所でよい場合（第４号） 
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１７ 

第３節  劇場、映画館、演芸場、観覧場及び公会堂 (第１４条～第２１条) 
 

(敷地と道路との関係) 

第１４条 劇場、映画館、演芸場、観覧場又は公会堂(以下この節において「劇場等」と

いう。)の用途に供する建築物の敷地は、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の

右欄に掲げる幅員を有する道路(法第４２条第２項の規定による道路で、同項の規定

により道路境界線とみなされる線と道との間の敷地の部分を道路として築造しない

ものを除く。以下この項において同じ。)に接しなければならない。 

客席の床面積の合計 道路の幅員 

２００平方メートル未満 ４メートル以上 

２００平方メートル以上５００平方メートル未満 ６メートル以上 

５００平方メートル以上 ８メートル以上 

２ 劇場等の用途に供する建築物の敷地が前項に規定する道路に接する長さは、当該敷

地の外周の長さの６分の１以上又は次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に掲げる数値としなければならない。 

客席の床面積の合計 敷地が道路に接する長さ 

２００平方メートル未満 １５メートル以上 

２００平方メートル以上５００平方メートル未満 ２０メートル以上 

５００平方メートル以上 ２５メートル以上 

３ 前２項の規定は、劇場等の用途に供する建築物の敷地及び周囲の状況により避難及

び通行の安全上支障がない旨の知事の認定を受けた場合は、適用しない。 

(平１１条例１５・一部改正) 

 

〔解 説〕 

劇場等は、その用途上、不特定多数の人が開場、閉会時等に集中することから、平常時

の混雑緩和を図り通行の安全を確保するとともに、火災や地震等の非常時における避難の

安全を確保し消防活動に支障を来さないよう、敷地が接する道路の幅員とその道路に接す

る長さについて規定したものである。 

劇場等については、第７条以外にこの第１４条の規定によってその敷地が道路に接する

長さを定めている。 

第１項は、敷地が接する道路の幅員を客席の床面積に応じて定めたものである。ここで

道路とは、法第４２条（道路の定義）の規定による道路であり、その幅員は、実際に道路

として使用できる部分の幅員を指す。したがって、法第４２条第２項の規定による道路で

後退が完了していない幅員４メートル未満のもの又は後退済みであっても道路としての実

態が備わっていないものは本条の道路に該当しない。また、客席の床面積とは、固定席等

の部分のみに限らず、室全体の床面積をいうものである。 

第２項は、敷地が前項による道路に接する長さを外周比又は客室の床面積に応じて定め

る数値の有効な方で選択できるよう定めたものである。 

第３項は、周囲に広い公共的空地等があるなど、安全上支障がないものとして知事の認

定を受けた場合は、本条の規定は適用されない旨を規定したものである。 

なお、本条は都市計画区域及び準都市計画区域内にのみ適用されるものである。 

 

 

 



１８ 

 
図５-９ 劇場等における敷地と道路との関係（第１項・第２項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第 1 項） 

・道路の幅員 Ｗ 

 

 客席２００㎡未満 Ｗ≧４ｍ 

 客席２００㎡以上  

   ５００㎡未満 Ｗ≧６ｍ 

 客席５００㎡以上 Ｗ≧８ｍ 

 

（第２項） 

・接道の長さ ａ 

 

  ａ ≧         又は 

  

客席２００㎡未満 ａ≧１５ｍ 

 客席２００㎡以上  

   ５００㎡未満 ａ≧２０ｍ 

 客席５００㎡以上 ａ≧２５ｍ 
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   ６ 
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道 路 

主要な出口 
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ｂ ｄ 
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Ｗ 



１９ 

(前面空地) 

第１５条 劇場等の用途に供する建築物の屋外に通ずる主要な出入口の前面には、当該

出入口が道に面する場合にあつては次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄

に掲げる奥行及び右欄に掲げる幅を有する空地を、当該出入口が道に面しない場合に

あつては前条第１項の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる道路の幅

員に相当する幅員を有する通路を設けなければならない。 

客席の床面積の合計 空地の奥行 空地の幅 

２００平方メートル未満 ２メートル以上 
主要な出入口の幅の 

２倍以上 
２００平方メートル以上５００平方メートル未満 ３メートル以上 

５００平方メートル以上 ４メートル以上 

２ 前項の通路は、道に通じさせなければならない。 

３ 第１項に規定する空地又は通路には、特定主要構造部が耐火構造又は不燃材料の建

築物の部分(不燃材料で造られている出窓、ひさしその他これらに類するものを含

む。)を設けることができる。この場合において、当該部分までの内のりの高さは、３

メートル以上としなければならない。 

(平１１条例１５・令６条例１８・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、劇場等の主要な出入口の前面の道路に通ずる緩衝地帯としての空地等を確保する

ことにより、平常時の混雑緩和又は非常時の避難を容易にするため規定したものである。 

第１項は、屋外に通ずる主要な出入口が道に面する場合、主要な出入口の前面に客席の

床面積に応じて定められた奥行と幅を持つ空地を設けるもの、また、道に面しない場合は

出入口からの通路を設け、その幅員は第１４条第１項に規定する表の基準とするものであ

る。 

ここで、主要な出入口とは、通常観客が入退場する出入口をいう。 

第２項は、前項により設けた通路を道に通じさせるよう定めたものである。道とは、第

８条の２第２項の規定により、都市計画区域及び準都市計画区域内においては法第４２条

（道路の定義）の規定による道路をいうものである。 

第３項は、空地又は通路には、内のりの高さが３メートル以上の耐火構造又は不燃材料

とした建築物の部分を設けても差し支えないとしたものである。 

  



２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-１０ 出入口が道に面する場合（第１項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-１１ 出入口が道に面しない場合（第１項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-１２ 前面空地又は通路に出窓、ひさし等を設ける場合（第３項） 
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２１ 

(屋外への出口) 

第１６条 劇場等の用途に供する建築物の避難階における屋外への出口で客用のもの

は、次の各号のいずれにも適合するものとしなければならない。 

（１）出口の幅の合計は、これを使用する客席の床面積の合計の最大の階における当

該床面積の合計が２００平方メートル以下の場合にあっては３メートル以上、 

２００平方メートルを超える場合にあっては３メートルに２００平方メートル

を超える当該床面積１０平方メートルを増すごとに１２センチメートルを加え

た数値以上とすること。 

（２）主要な出口の幅の合計は、前号に規定する数値の２分の１以上とすること。 

（３）出口の幅は、１.２メートル以上とすること。 

２ 前項の建築物の敷地内には、同項の出口(屋外への主要な出口を除く。)から道又は

公園、広場その他の空地に通ずる幅員が２メートル以上の通路を設けなければならな

い。 

３ 第８条第３項の規定により第１項の規定を適用しない場合における前項の規定の

適用については、同項中「前項の」とあるのは「劇場等の用途に供する」と、「同項

の出口」とあるのは「当該建築物の避難階における屋外への出口で客用のもの」とす

る。 

(平１２条例５５・令２条例３２・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、避難階から屋外へのスムーズな避難を確保するため、屋外への出口の幅を規定

したものである。 

第１項第１号は、避難階における屋外への出口の幅の合計を客席の床面積により算出し

た数値以上とするよう定めたものである。 

出口は避難上有効な位置に分散配置することが望ましく、舞台、楽屋等を経由しなけれ

ば避難できない出口の幅は算入することができない。 

客席が複数の階にある場合は、客席の床面積の合計が最大の階の床面積により算定する

こととしたものである。 

客席の床面積の合計の最大の階における 

当該床面積の合計 
出口の幅の合計 

２００平方メートル以下 ３メートル以上 

２００平方メートルを超えるもの 

３メートルに床面積２００平方メートルを超

える当該床面積１０平方メートルを増すごと

に１２センチメートルを加えた数値以上 

第１項第２号は、第１５条（前面空地）と同様に規定したものである。ここでいう出口

とは、避難上の観点から安全に外に避難できる出口をいい、第１５条でいう主要な出入口

と同じである。 

火災等の災害が発生した場合、本能的に通常使用する経路によって脱出を図ろうとする

ことなどから、通常観客が出入りしている出口（非常口を除く。）の幅を前号により算出し

た数値の２分の１以上とするよう規定している。 

なお、出口及び非常口の合計幅が規定より広く設けられた場合にあっても、主要な出口

については、前号に規定されている合計幅の２分の１以上設けなければならない。 

第１項第３号は、個々の出口の幅の最低を定めたものであり、出口及び非常口の幅は全

て有効幅である。 

第２項は、前項により設けた出口から道又は公園等の避難場所までの安全性を確保する



２２ 

ため、幅員２メートル以上の通路を設けることを定めたものである。公園、広場その他の

空地とは、都計法第１１条第１項第２号に定める都市施設や都市公園法第２条に定める都

市公園など、半永久的に確保されるものが考えられる。なお、屋外への主要な出口につい

ては、第１５条により空地や通路が確保されるため、本条では除外している。また、第２

項による通路には、第１５条第３項に定める建築物の部分を設けることができる。 

第３項は、第８条第３項の規定により第１項の規定が適用されない劇場等の用途に供す

る建築物に、第２項の規定を適用させるためのものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-１３ 屋外への出口（第１項・第２項） 
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２３ 

(客席からの出口) 

第１７条 劇場等の客席には、客席から第１９条の規定による廊下に通じ、又は直接外

部に通ずる出口を設けなければならない。 

２ 前条第１項第１号及び第３号の規定は、劇場等の客席からの出口について準用す

る。この場合において、同項第１号中「客席の床面積の合計の最大の階における当該

床面積の合計」とあるのは、「客席の床面積」と読み替えるものとする。 

 

〔解 説〕 

本条は、客席からの出口について、第１６条（屋外への出口）と同様に規定したもので

ある。 

第１項は、客席から第１９条（廊下）の規定により設けた後方及び側面廊下に通じ、あ

るいは、直接外部に通ずる出口を設けるよう定めたものである。 

第２項は、客席からの出口について、出口の幅の合計と最低を第１６条と同様に定めた

ものである。なお、出口の幅の合計は第１６条第１項第１号と同様である。 

客 席 の 床 面 積 出 口 の 幅 の 合 計 

２００平方メートル以下 ３メートル以上 

２００平方メートルを超えるもの 

３メートルに床面積２００平方メートルを超える

当該床面積１０平方メートルを増すごとに１２セ

ンチメートルを加えた数値以上 

また、個々の出口の幅を第１６条第１項第３号と同様に最低１.２メートル以上とするよ

う定めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-１４ 客席からの出口 
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２４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-１５ 第１４条から第１７条の概要 
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２５ 

(階 段) 

第１８条 第１６条第１項第１号の規定は、劇場等の用途に供する建築物の各階におけ

る避難階又は地上に通ずる直通階段について準用する。この場合において、同号中「出

口」とあるのは、「直通階段」と読み替えるものとする。 

２ 避難階における屋外への主要な出口附近に通ずる直通階段の幅の合計は、前項の規

定により算出した数値の２分の１以上としなければならない。 

 

〔解 説〕 

本条は、避難の際に重要な施設である直通階段の幅員等について規定したものである。 

第１項は、直通階段の幅の合計について、第１６条第１項第１号（出口の幅の合計）の

規定により算出した出口の幅の数値と同じ数値以上とするよう定めたものである。 

なお、令第１２１条（２以上の直通階段を設ける場合）の規定により、客席を有する階

には２以上の直通階段を設けなければならないこととされている。 

また、直通階段の幅にあっては、令第２３条（階段及びその踊場の幅並びに階段のけあ

げ及び踏面の寸法）の規定により１４０センチメートル以上（屋外にあっては９０センチ

メートル以上）とするよう規定されているが、本条は、さらによりスムーズな避難を確保

するため、規模に応じた直通階段の幅の合計について付加したものである。 

客席の床面積の合計の最大の 

階における当該床面積の合計 
直 通 階 段 の 幅 の 合 計 

２００平方メートル以下 ３メートル以上 

２００平方メートルを超えるもの 

３メートルに床面積２００平方メートルを超える

当該床面積１０平方メートルを増すごとに１２セ

ンチメートルを加えた数値以上 

第２項は、有効な避難を確保するため、避難階における屋外への主要な出口附近に通ず

る直通階段の幅の合計を前項で算出した数値の２分の１以上とするよう定めたものである。 

なお、階段の位置については、令第１２０条（直通階段の設置）、令第１２１条（２以上

の直通階段を設ける場合）、令第１２５条（屋外への出口）の規定により制限されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-１６ 階段の幅 
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２６ 

(廊 下) 

第１９条 劇場等の用途に供する建築物の客席を有する階には、客席の後方及び両側に

廊下を設けなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項に規定する

両側に設ける廊下は、片側とすることができる。 

（１）法第２条第９号の２イに掲げる基準に適合する建築物であるとき。 

（２）令第１１０条第１号に掲げる技術的基準に適合する建築物であるとき。 

（３）劇場等の客席の床面積が、１００平方メートル未満であるとき。 

３ 前２項の規定により設ける廊下は、屋外への出口の１以上に通じ、又は避難階若し

くは地上に通ずる直通階段の１以上に通じさせなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定による廊下の幅は、これを使用する客席の床面積の合計が

２００平方メートル以下の場合にあっては１.２メートル(主要な出入口に接するも

のについては、２メートル)以上、２００平方メートルを超える場合にあっては１.２

メートル(主要な出入口に接するものについては、２メートル)に２００平方メートル

を超える客席の床面積１０平方メートルを増すごとに１センチメートルを加えた数

値以上としなければならない。 

５ 第１項及び第２項の規定による廊下は、当該部分と客席の部分とを劇場等の客席か

らの出口の部分を除き、準耐火構造の壁で区画しなければならない。 

６ 客席の側面に沿つた第１６条第２項の通路に面して出口を設ける場合における当

該通路は、第１項又は第２項の規定により避難階における客席の側面に設ける廊下と

みなす。この場合において、当該通路については、前３項の規定は適用しない。 

(平５条例２４・平１２条例５５・平２７条例４０・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、速やかな避難を確保するため、階段同様重要な施設である廊下の設置、幅等に

ついて規定したものである。 

第１項は、客席から舞台正面に向かって後方及び両側に廊下を設けるよう定めている。 

第２項は、法第２条第９号の２イに掲げる基準に適合する建築物、令第１１０条第１号

に掲げる技術的基準に適合する建築物又は客席の床面積が１００平方メートル未満のもの

については、廊下を後方と片側とすることができることとしている。 

第３項は、廊下を通じて屋外へ避難できるよう定めたものである。 

第４項は、廊下の幅を客席の床面積より算出した数値以上とするよう定めたものであり、

主要な出入口に接する廊下（通常の設計では後方廊下）については、観客が集中すること

から強化している。 

客席の床面積の合計 
第１項及び第２項の規定による 

廊下の幅員 
主要な出入口 
に接するもの 

２００平方メートル以下 １.２メートル以上 
２メートル 
以上 

２００平方メートルを 
超えるもの 

１.２メートルに２００平方メートルを超
える客席の床面積１０平方メートルを増す
ごとに１センチメートルを加えた数値以上 

第５項は、客席と廊下の間に準耐火構造の壁を設けるよう定めたものである。 

第６項は、避難階において直接屋外へ避難できる場合は必ずしも廊下を設ける必要がな

いことから、第１６条第２項（出口からの敷地内通路）の規定による通路を設けた場合は、

これを廊下とみなすこととしたものである。客席の後方廊下は本条の規定が適用されるた

め、劇場等の客席からの出口の部分を除き、当該部分と客席の部分とを準耐火構造の壁で

区画しなければならない。また、後方廊下の幅は、第４項に規定されている数値以上とし

なければならない。 



２７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-１７ 廊下と客席との区画（第５項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５-１８ 客席から直接屋外に避難できる場合（第６項） 

 

 

  

・廊下の幅 

 

 客席２００㎡以下の場合 

   ａ≧２ｍ 

   ｂ≧１.２ｍ 

 

 客席２００㎡を超える場合 

         

   ａ≧２ｍ＋        ×０.０１ｍ 

           

 

 

   ｂ≧１.２ｍ＋       ×０.０１ｍ 

            

 

Ａ㎡－２００㎡ 
１０㎡ 

Ａ㎡－２００㎡ 
１０㎡ 

・客席から幅員２ｍ以上の通路に

通じる場合、廊下とみなせる。 

・廊下の幅（主要な出口に接する場合） 

 

 客席２００㎡以下の場合 

  ａ≧２ｍ 

 

 客席２００㎡を超える場合 

  ａ≧２ｍ＋Ａ㎡－２００㎡×０.０１ｍ 

１０㎡ 

 

舞 台 

 

 

 

 

客 席 

（ Ａ ㎡ ） 

 
ｂ                 ｂ 

 

準耐火構造の壁 

 

 
後方廊下 

    ａ 
 

主要な出口 

 

舞 台 

 

 

 

客 席 

 

 

通    準耐火構造の壁   通 

路              路 

 

後方廊下 

２ｍ以上                      ２ｍ以上 

 

 

 

 

道 路 

主要な出口 

ａ 



２８ 

(客席が避難階以外の階にある劇場等) 

第２０条 劇場等の用途に供する建築物で、客席が避難階以外の階にあるもの(避難階

及び避難階の直上階又は避難階の直上階のみに客席を設ける場合で、当該直上階の客

席の床面積の合計が１００平方メートル未満のものを除く。)は、次の各号のいずれ

にも適合するものとしなければならない。 

（１）法第２７条第１項の規定に適合する建築物又は耐火建築物とすること。 

（２）客席を有する階から避難階又は地上に通ずる令第１２０条の規定による直通階

段の１以上を令第１２３条の規定による避難階段又は特別避難階段とすること。 

（３）５階以上の階に客席を有する場合には、避難の用に供することのできる屋上広

場を設け、前号の規定による避難階段又は特別避難階段を当該屋上広場に通じさ

せること。 

（４）地階に客席を設ける場合は、当該客席を有する階は、地下１階とし、かつ、当

該階における客席の床面積の合計を２００平方メートル未満とすること。 

(平２７条例４０・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、客席が避難階以外にある劇場等については、火災、地震等の非常時における避

難の困難性が高いことから、建築物の構造、階段の構造、屋上広場の設置及び地階に客席

を設ける場合の制限を規定したものである。 

カッコ内は、避難階の直上階における客席の床面積の合計が１００平方メートル未満で

あれば本条の適用を除外したものであるため、例えば避難階が１階にある場合でも、地階

や３階以上に客席があれば、その床面積にかかわらず適用される。 

第１号は、避難階以外に客席があるものについて、法第２７条第１項の規定に適合する

建築物又は耐火建築物とするよう定めたものである。なお、カッコ内に該当する場合であっ

ても、法第２７条（耐火建築物等としなければならない特殊建築物）の規定によりメイン

フロアー（主階）が１階にないものは、法第２７条第１項の規定に適合する建築物又は耐

火建築物とする必要がある。 

第２号は、設置された直通階段の少なくとも１以上について、避難階段又は特別避難階

段とするよう定めたものである。 

第３号は、客席が５階以上の階にある場合、一時避難場所としての屋上広場の設置を義

務付け、避難階段等とした直通階段を通じさせるよう規定したものである。 

第４号は、客席を地階に設ける場合は、地階１階までとし、客席の床面積の合計を２００

平方メートル未満とするよう定めたものである。なお、地下２階以下に客席以外の部分、例

えば機械室などを設けることは差し支えない。 

  



２９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図５-１９ 客席が避難階以外の階にある場合 

 

 

 

 

(制限の緩和) 

第２１条 第１８条及び第１９条の規定は、観覧場の用途に供する建築物について当該

建築物の規模又は構造により安全上支障がない旨の知事の認定を受けた場合は、適用

しない。 

(平１１条例１５・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、観覧場の用途に供する建築物に対し、第１８条（階段）及び第１９条（廊下）

の規定を一律に適用することが、その形態等からみて適切と考えられないことから、階段

及び廊下に関する規定を除外したものである。この場合、防火避難等の安全面での配慮が

なされていることが必要となる。 
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建築物又は耐火建築物（第１号） 



３０ 

第４節  物品販売業を営む店舗 (第２２条・第２３条) 
 

(建築物と道路との関係) 

第２２条 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床

面積の合計が１,５００平方メートルを超え、かつ、３階以上の階に売場を有するも

のは、道路に２方面以上面しなければならない。ただし、その敷地の外周の長さの４

分の１以上が道路に接している場合又は当該建築物の周囲に広い空地があり避難上

支障がない旨の知事の認定を受けた場合は、この限りでない。 

(平１１条例１５・一部改正) 

 

〔解 説〕 

大規模な店舗については、商品等に可燃物が多い上、多人数の人が利用するため、特に

火災時等における避難又は救助等の消防活動ができることが重要である。そのため本条は、

これらの建築物が道路に２方面以上面することを原則としたものである。 

なお、面するとは、避難上有効な窓を有し、その窓が道路に面することである。 

本条の対象とする店舗は、店舗の用途に供する部分の床面積の合計が１,５００平方メー

トルを超えるもので、３階以上に売場を有するものである。 

ただし書の「建築物の周囲に広い空地があり避難上支障がない旨の知事の認定を受けた

場合」とは、敷地内に広い空地がある場合又は敷地の周囲に公共的な空地がある場合で、

避難及び消防活動上支障ない場合などが考えられる。ここで、店舗の敷地においては駐車

のためのスペースが設けられる場合が多いが、このスペースを空地として考えることも可

能である。ただしこの場合、空地が半永久的に確保されていることが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-２０ 建築物が道路に２方面以上面する場合 

  

店 舗 

道 路 

道 

路 避難上有効な窓を設ける範囲 



３１ 

(前面空地) 

第２３条 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の屋外に通ずる主要な出入口

の前面には、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる奥行及び右欄

に掲げる幅を有する空地を設けなければならない。 

物品販売業を営む店舗の用途に 

供する部分の床面積の合計 
空地の奥行 空地の幅 

１,５００平方メートルを超え 

３,０００平方メートル未満 
２メートル以上 

主要な出入口の幅の２倍以上 

３,０００平方メートル以上 ３メートル以上 

２ 第１５条第３項の規定は、前項の空地について準用する。この場合において、同条

第３項中「第１項に規定する空地又は通路」とあるのは、「空地」と読み替えるもの

とする。 

 

〔解 説〕 

本条は、大規模な店舗の出入口付近の混雑の緩和を図るとともに、災害時に店舗内から

道路に通ずる緩衝帯として安全性を確保するために規定したものである。 

第１項は、大規模な店舗において出入口付近が混雑し、また、非常時に大勢の人が一斉

に建築物内から道路に出る場合の緩衝帯として、安全確保上、出入口と道路との間に設け

る空地について、奥行と幅を店舗の床面積に応じて定めている。 

第２項は、前項の空地は通行を確保するためのものであるので、劇場等における前面空

地と同様に、この空地の上部に建築物の一部が突出できることとしたものである。この空

地に突出可能な建築物の一部は、主要構造が耐火構造又は不燃材料であり、突出部分の高

さが３メートル以上あるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-２１ 前面空地 

 

 

出
入
口 

ｃ

ａ

ｂ 

道 路 

空地の奥行 ａ≧床面積に応じ 

２ｍ又は３ｍ 

 

空地の幅  ｂ≧２ｃ 



３２ 

第５節  公 衆 浴 場 (第２４条・第２５条) 
 

(構造制限) 

第２４条 公衆浴場の浴室を２階に設ける建築物は、法第２７条第１項の規定に適合す

る建築物、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 

２ 公衆浴場の浴室を地階に設ける建築物は、当該地階の直上階の床を耐火構造としな

ければならない。 

(平５条例２４・平２７条例４０・一部改正) 

 

〔解 説〕 

公衆浴場は、常時火気を使用するとともに、浴室が密室化されることから、防火上の安

全の確保が図られるよう、本条第１項において、２階に浴室を設ける場合は、法第２７条

第１項の規定に適合する建築物、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないこと

としている。なお、３階以上（階数が３で延べ面積が２００平方メートル未満のものを除

く）に浴室を設ける場合には、耐火建築物等としなければならない（法第２７条）。 

第２項は、浴室を地階に設ける場合は、防災上の観点から、直上階の床を耐火構造とし

なければならないこととしたものである。 

なお、本条は個室付浴場、サウナ風呂等の特殊浴室についても適用される。 

公衆浴場は、公衆浴場法第２条で都道府県知事の許可事項とされ、その判断事項に「そ

の構造設備が公衆衛生上不適当であると認めるとき」等は許可を与えないことができるこ

ととされている。また、同法施行規則第１条の営業許可申請書に「営業施設の構造設備」

を必要記載事項としているため、本条では、構造設備については法の観点からのみ規定し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-２２ ２階に浴室を設ける場合（第１項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-２３ 地階に浴室を設ける場合（第２項） 

  

浴 室 

２階 

１階 

法第２７条第１項の 

規定に適合する建築物、 
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▽ ＧＬ 

浴 室 

１階 ▽ ＧＬ 

耐火構造の床 

地階 



３３ 

(ボイラー室の構造) 

第２５条 公衆浴場のボイラー室は、次の各号のいずれにも適合するものとしなければ

ならない。 

（１）特定主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。 

（２）開口部には、法第２条第９号の２ロに規定する防火設備を設けること。 

２ 建築物の一部を公衆浴場のボイラー室の用途に供する場合は、当該部分とその他の

部分とを耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。 

(平１２条例５５・令６条例１８・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、公衆浴場のボイラー室について規定したものである。ボイラー室を防火性が高

い構造とすることで、その安全を図ることとしている。 

第１項は、ボイラー室の特定主要構造部を耐火構造又は不燃材料で造り、開口部に法第

２条第９号の２ロに規定する防火設備を設けることを規定したものである。 

第２項は、建築物の一部をボイラー室とする場合、他の部分と耐火構造の床、壁、又は

特定防火設備により防火区画することを規定したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-２４ 公衆浴場の一部をボイラー室とする場合（第２項） 
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３４ 

第６節  ホテル及び旅館 (第２６条～第３１条) 
 

(構造制限) 

第２６条 ホテル又は旅館(以下この節において「ホテル等」という。)の用途に供する

建築物で、その用途に供する部分の２階の床面積の合計が５００平方メートルを超え

るものは、法第２７条第１項の規定に適合する建築物又は耐火建築物としなければな

らない。 

(平２７条例４０・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、ホテル等が不特定多数の人を収容する就寝用途であり、一旦事故が発生すると

大事故に発展するおそれがあることから、耐火性能を法の規定より上積み付加したもので

ある。 

法第２７条（耐火建築物等としなければならない特殊建築物）の規定により、２階の床

面積の合計が３００平方メートル以上のものは準耐火建築物等としなければならないが、

本条においては、２階の床面積の合計が５００平方メートルを超えるものは法第２７条第

１項の規定に適合する建築物又は耐火建築物としなければならないこととしている。 

なお、用途に供する部分とは、ある目的のために必要とされる部分又は使用される建築

物の部分（その部分に附属する部分を含む。）をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-２５ ホテル等の用途に供する部分が２階にある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-２６ ホテル等の一部に附属部分（事務室等）がある場合 

  

２階 

１階 ▽ ＧＬ 

ホテル＋ホテルの事務室＞５００㎡ ホ テ ル 
ホテルの 

事務室 

法第２７条第１項の規定に適合する 

建築物又は耐火建築物 

法第２７条第１項の規定に適合する 

建築物又は耐火建築物 

ホ テ ル 

２階 

１階 ▽ ＧＬ 

床面積の合計＞５００㎡ 



３５ 

(階 段) 

第２７条 ホテル等の用途に供する建築物における居室の床面積の合計が１００平方

メートルを超える地上階から避難階又は地上に通ずる直通階段は、次の各号のいずれ

にも適合するものとしなければならない。 

（１）けあげの寸法は、２０センチメートル以下とし、踏面の寸法は、２４センチメー

トル以上とすること。 

（２）階段及び踊場の幅は、１２０センチメートル(屋外階段については、９０セン

チメートル)以上とすること。 

 

〔解 説〕 

本条は、直通階段が、避難の際に特に重要な役割を果たす施設であり、また、通行中の

転落など不慮の災害が発生することを未然に防止するため、階段及び踊場の幅並びにけあ

げ及び踏面の寸法について規定したものである。 

令第２３条（階段及びその踊場の幅並びにけあげ及び踏面の寸法）においては、直上階の

居室の床面積の合計が２００平方メートルを超える階からの階段について構造が定められ

ているが、本条ではさらに安全を図るため、避難階を除く階の居室の床面積の合計が１００

平方メートルを超える階からの直通階段にまで適用範囲を拡大している。 

第１号は、けあげ、踏面の寸法を、第２号は、階段及び踊場の幅を定めたものである。 

階 段 の 種 類 
階段及びその 

踊場の幅  a 

けあげの寸法 

b 

踏面の寸法 

c 

法の 

適用 
イ 

直上階の居室の床面積

の合計が２００平方

メートルを超える地上

階又は居室の床面積の

合計が１００平方メー

トルを超える地階若し

くは地下工作物におけ

る階段 

１２０センチ 

メートル以上 

２０センチ 

メートル以下 

２４センチ 

メートル以上 

本条の 

適用 
ロ 

避難階を除く階の居室の

床面積の合計が１００平

方メートルを超える地上

階から避難階又は地上に

通ずる直通階段 

１２０センチ 

メートル以上 

２０センチ 

メートル以下 

２４センチ 

メートル以上 

法の 

適用 
ハ 

イ又はロに掲げる以外

の階段 

７５センチ 

メートル以上 

２２センチ 

メートル以下 

２１センチ 

メートル以上 

屋外階段の幅は、令第１２０条（直通階段の設置）又は令第１２１条（２以上の直通階

段を設ける場合）による直通階段にあっては９０センチメートル以上、その他のものにあっ

ては６０センチメートル以上とするよう規定されているが、本条においては、９０センチ

メートル以上とするよう制限を強化している。 

  



３６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-２７ 階段及びその踊場の幅       図５-２８ けあげ及び踏面の寸法 

 

 

 

(廊 下) 

第２８条 ホテル等の用途に供する建築物における居室の床面積の合計が１００平方

メートルを超える階の客用の廊下(３室以下の専用のものを除く。)の幅は、両側に居

室があるものにあつては１.６メートル以上、その他のものにあつては１.２メートル

以上としなければならない。ただし、便所、浴室その他これらに類するもののみに通

ずるもの又は避難階におけるもので避難上支障がない場合は、この限りでない。 

 

〔解 説〕 

本条は、特に客用の廊下について、スムーズな避難が図られるようその幅を規定したも

のである。 

令第１１９条（廊下の幅）の規定により、居室の床面積の合計が２００平方メートルを

超える階の廊下の幅について規定されているが、本条では、特に客用廊下について１００

平方メートルを超える階のものにまで適用の範囲を拡大している。 

なお、３室以下の専用のものとは、当該廊下が通過交通の用に供されるおそれがなく行

き止まりであるなど、主たる廊下以外の局部的な用に供される廊下をいう。例えば、図５-

３０及び図５-３１において、その階の全ての居室の床面積の合計が１００平方メートルを

超える場合、（Ｌ２）部分は適用がないが（Ｌ１）部分については本条の適用となる。 

なお、便所等の専用廊下又は避難階において廊下を経由せず直接外部に避難できる場合

は、本条の適用は除外される。 

 両側に居室のある廊下 その他の廊下 

法の 

適用 

居室の床面積の合計が２００

平方メートル（地階にあっては

１００平方メートル）を超える

階におけるもの（３室以下の専

用のものを除く） 

１.６メートル以上 １.２メートル以上 

本条の

適用 

居室の床面積の合計が１００

平方メートルを超える階にお

ける客用のもの 

１.６メートル以上 １.２メートル以上 

 

  

ｃ 

ｂ 

ａ 

ａ ａ 



３７ 

 

 

 

 

 
図５-２９ 廊下の幅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-３０ 客用の廊下の幅（便所等の専用廊下がある場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-３１ 客用の廊下の幅（３室以下の専用廊下がある場合） 

 

 

 

  

居室の床面積の合計＞１００㎡ 

 

Ｌ１は１.２ｍ以上 

Ｌ２は適用なし（３室以下の専用廊下） 

（注）幅は有効幅（Ｌ１）のことである。 

Ｌ１    Ｌ 

便 

所 
客 室       〃        〃        客 室 

Ｌ１ 

客室の床面積 

の合計＞１００㎡ 

 

∴Ｌ１は１.２ｍ以上 

 Ｌ２は適用なし 

Ｌ２ 

客 室                     客 室 

客 

室 

客 

室 

便 所 便 所 
Ｌ１ 

Ｌ２ Ｌ２ 客 

室 

客 

室 



３８ 

(歩行経路の制限) 

第２９条 ホテル等の用途に供する建築物で令第１２１条第１項の規定により避難階

又は地上に通ずる２以上の直通階段を有するものの３階以上の階の宿泊室の出口か

ら各直通階段に至る通常の歩行経路の全てに共通の重複区間(以下この条において

「重複区間」という。)があるときにおける重複区間の長さは、１０メートル未満とし

なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する階については、この限り

でない。 

（１）宿泊室の出口から避難階又は地上に通ずる直通階段に通ずる廊下その他の通路

が、当該部分とその他の部分とを耐火構造若しくは令第１０８条の４第１項第１

号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の床若しくは壁又は法第２条第９号の

２ロに規定する防火設備で令第１１２条第１９項第２号に規定する構造である

もので区画されている階 

（２）宿泊室の出口から前号の直通階段に通ずる廊下その他の通路に、第９条ただし

書に規定する設備を設けた階 

２ 前項の規定は、同項の宿泊室から重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコ

ニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、適用しな

い。 

(平１２条例５５・平２７条例４０・平３０条例４５・令元条例１５・令２条例３２・

令６条例１８・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、火災が発生した場合に大きな被害が考えられる施設であるホテル等のうち、３

階以上の階における各宿泊室からの避難路を確保するため、２以上の直通階段を互いに有

効に配置するよう規定したものである。 

令第１２１条（２以上の直通階段を設ける場合）においては、その階の規模に応じて２

以上の直通階段を設けるよう規定されているが、本条第１項では、特に危険が予想される

３階以上の階における各宿泊室の出口から各階段に至る歩行経路の全てに共通する区間の

長さを１０メートル未満とすることにより、階段の配置を制限している。 

なお、ただし書のいずれかの規定により避難路が確保される場合は適用しないこととし

ているが、この場合においても令第１２１条第３項の制限を受ける場合があるので注意が

必要である。 

第１号は、廊下等とその他の部分とを防火区画した場合、本条の適用を除外するもので

ある。防火区画に用いる防火戸は、常時閉鎖式のもの又は煙を感知して自動的に閉鎖でき

る構造などが要求される。また、防火区画を換気等の風道が貫通する場合、第１０条（防

火区画を貫通する風道に設ける防火設備）の規定による防火設備が必要となる。 

第２号は、廊下等にスプリンクラー設備等を設けた場合、本条の適用を除外するもので

ある。 

第２項は、バルコニー、屋外通路等により安全に避難できる場合は、前項の適用を除外

したものであり、その他これらに類するものとしては、屋上広場などが考えられる。 



３９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-３２ 歩行経路の重複区間（第１項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-３３ 避難経路とその他の部分とを防火区画した場合（第１項第１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-３４ 避難上有効なバルコニー等（第２項） 

 

  

宿泊室   〃    〃    〃   宿泊室 

宿泊室   〃         〃   宿泊室 

容易に破壊できる構造とすること バルコニー 

宿泊室   〃    〃    〃   宿泊室 
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○○○○○○○○ 

○○○○○ 重複区間の長さ 

１０ｍ未満 

○ 
○ 

令第１１２条第１９項第２号による 

防火設備（各室共同じ） 
宿泊室   〃    〃    〃   宿泊室 

宿泊室   〃         〃   宿泊室 

××× ××× ××× ××× ××× 

××× ×××   ××××× ××× ×
×
×
×
×
 

×
×
×
×
×
 

×××× 防火区画 

ただし書（第１号）……制限なし 



４０ 

(外壁等の構造) 

第３０条 法第２２条第１項の市街地の区域内にあるホテル等の用途に供する木造の

建築物(同項の市街地の区域の内外にわたるものを含む。)で、階数が２であり、かつ、

その用途に供する部分の床面積の合計が２００平方メートルを超えるものは、その外

壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。ただし、当

該建築物が法第２７条第１項の規定に適合する建築物又は準耐火建築物である場合

は、この限りでない。 

(平５条例２４・平２７条例４０・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、延焼防止の観点から、木造のホテル等における延焼のおそれのある部分の防火

性能について規定したものである。 

法第２２条第１項の市街地の区域内にある一定規模以上の木造のホテル等で、延焼のお

それのある部分の外壁及び軒裏を防火構造とするよう定めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-３５ 延焼のおそれのある部分（法第２条第１項第６号） 

 

  

▽ ＧＬ 

外壁中心線 
外壁及び軒裏：防火構造 

ホテル等 

床面積の合計＞２００㎡ 

３ｍ 

５ｍ 

法第２２条第１項の市街地の 

区域内の木造建築物 



４１ 

(防火区画) 

第３１条 建築物の一部がホテル等の用途に供するもので、階数が２であり、かつ、そ

の用途に供する部分の床面積の合計が２００平方メートルを超えるものは、当該部分

とその他の部分とを準耐火構造の壁又は法第２条第９号の２ロに規定する防火設備

で令第１１２条第１９項第２号に規定する構造であるもので区画しなければならな

い。ただし、同条第１８項ただし書に規定する場合は、この限りでない。 

(平５条例２４・平１２条例５５・平３０条例４５・令元条例１５・令２条例３２・

一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、建築物にホテル等の用途とその他の用途とが複合している場合、それぞれの用

途の安全を図る見地から、相互に防火上有効な区画をするよう規定したものである。 

階数が２であり、ホテル等の部分の床面積が２００平方メートルを超える場合は、その

他の用途と防火区画しなければならない。 

なお、防火区画に用いる防火戸で、熱に感知して自動的に閉鎖できる構造のものは認め

られない。また、防火区画を換気等の風道が貫通する場合、第１０条（防火区画を貫通す

る風道に設ける防火設備）の規定による防火設備の設置が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-３６ ホテル等とその他の用途とが複合している場合 

 

 

 

  

▽ ＧＬ 

ホテル等 

店 舗 ホテル等 

ホテル等の部分の床面積の合計＞２００㎡ 

防火区画 

注：ホテル等に附属するものは除かれる。 



４２ 

第７節  共同住宅、寄宿舎及び老人福祉施設 (第３２条～第３５条) 
 

(２階に設ける共同住宅及び寄宿舎の制限) 

第３２条 共同住宅又は寄宿舎は、劇場、映画館、演芸場、キヤバレー、ナイトクラブ、

バー、ダンスホール、遊技場又は料理店の用途に供する地階又は１階の部分の特定主

要構造部が準耐火構造(壁、柱、床及びはりにあっては、１時間準耐火基準に適合する

ものに限る。)でない建築物の２階に設けてはならない。 

(平５条例２４・平１２条例５５・平２７条例４０・令６条例１８・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、地階又は１階に劇場・映画館等がある建築物の２階に共同住宅又は寄宿舎を設

ける場合、これらに常住する人々の安全性を確保するために階下の劇場・映画館等の部分

の構造について制限を付加したものである。 

法第２７条（耐火建築物等としなければならない特殊建築物）においては、３階以上（階

数が３で延べ面積が２００平方メートル未満のものを除く。）を共同住宅又は寄宿舎の用途

に供する場合（地階を除く階数が３で一定の要件に該当するものを除く。）は耐火建築物等

とし、２階の床面積の合計が３００平方メートル以上の場合は準耐火建築物等とすること

とされている。 

本条は、特定主要構造部が準耐火構造でない劇場、映画館等の用途に供する建築物の２

階に共同住宅又は寄宿舎を設けてはならないこととしている。これらは、いずれも営業が

深夜にまで及ぶ上、火災が発生した場合、階上に共同住宅等が設けられていると惨事を誘

発するおそれが大きいことから設けた規定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-３７ １階に劇場等を設ける場合     図５-３８ 地階に劇場等を設ける場合 

 

  

（２階） 

共同住宅 

又は寄宿舎 

 

 

（１階） 

劇場・映画館等 

▽ ＧＬ 

１時間準耐火構造     

（２階） 

共同住宅 

又は寄宿舎 

 

 

 

 

 

 
（地階） 

劇場・映画館等 
１時間準耐火構造 

▽ ＧＬ 



４３ 

(出 口) 

第３３条 共同住宅、寄宿舎又は老人福祉施設(有料老人ホームを含む。以下この条に

おいて同じ。)の用途に供する建築物の避難階における屋外への主要な出口は、道に

面しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りで

ない。 

（１）主要な出口が、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅員

を有する敷地内の通路に面し、かつ、当該通路が道に通ずるとき。 

共同住宅、寄宿舎又は老人福祉施設の用途に供する部分の 

床面積の合計 
敷地内の通路の幅員 

２００平方メートル未満 １.５メートル以上 

２００平方メートル以上５００平方メートル未満 ３メートル以上 

５００平方メートル以上 ４メートル以上 

（２）建築物の周囲に公園、広場その他の空地があり避難上支障がない旨の知事の認

定を受けたとき。 

(平１１条例１５・一部改正、令６条例１８・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、共同住宅等において、避難階における主要な出口からの避難が容易にできるよ

うにするための規定である。 

第１号は、共同住宅等の規模に応じた敷地内通路の幅員（１.５メートル～４メートル以

上）を規定することにより、避難階における主要な出口から道路等に至るまでの避難経路

を確保するものである。 

第２号は、敷地内の建築物の周囲に公園、広場等がある場合で、避難上支障がない旨の

知事の認定を受けたときの緩和である。 

なお、共同住宅における主要な出口は、「当該住宅に入居する者が日常的に出入りすると

想定される一の出入口」とし、一の住戸から屋外へ通ずる出口が複数存在する場合でも原

則一箇所とする。 

具体的には、以下の住宅形式ごとに図５-３９から図５-４２の「▼」部分を「主要な出

口」とする。①階段室型、②片廊下型、③１階廊下なし型、④玄関ホール型 

また、道に面していない主要な出口が複数存在する場合、敷地内の通路の幅員はその主

要な出口を利用する住戸の面積に応じた幅員を確保するものとする。 

「道に面する」とは、主要な出口を背にし、出口の中心（平面図上の中心線、ＦＬから

１６０センチメートル程度）から正面左右それぞれ６０度の範囲（人間の両目での可視範

囲）において以下のすべてに該当するものをいう。（図５-４３） 

・道（法第４２条の道路をいう。）が見通せる。（視認性） 

・直線的に道に達することができ、その経路に避難上支障となる段差や植栽等がない。 

（直進性） 

なお、避難上支障となる段差や植栽等がない場合とは、蹴上げ２０センチメートル以下・

踏面２４センチメートル以上の段差や、その上を歩行可能な植栽（芝生等）が設置されて

いる場合などが考えられる。 

  



４４ 

 

① 階段室型 
階段室から直接各住戸へ出入りできる構造のもの 

道 路 

住戸 

主要な出口から避難する住戸の床面積に 

応じた通路幅（１.５ｍ～４.０ｍ） 

※令１２８条の通路を兼ねる 

主要な出口：各共用階段の昇降口 

② 片廊下型 
避難階以外に入居する者が共用階段の昇降口から直接地上へ出ることができ、 

避難階に共用廊下
※
を有する構造のもの 

住戸 

６０㎡ 

令１２１条の直通階段 

道 路 

駐車場 

主要な出口：避難階における共用廊下の出入口及び共用階段の昇降口 

共用廊下 

※廊下としての形状が明確であるものとして、以下の全てに該当するものをいう。 

・同一階の住戸間を段差等がなく行き来できる 

・コンクリートや床材等で廊下としての仕上げがある 

・廊下と地上部分との間に段差（避難上支障があるもの）や手すり等がある 

主要な出口が道に面しているため、

条例３３条の通路は不要 

利用する住戸（１階の住戸）の床面積が 

２００㎡以上５００㎡未満のため幅員３ｍ 

図５-４０ 主要な出口と敷地内通路（②片廊下型の例） 

図５-３９ 主要な出口と敷地内通路（①階段室型の例） 

住戸 住戸 住戸 

住戸 

６０㎡ 

住戸 

６０㎡ 

住戸 

６０㎡ 

【凡例】 

条例３３条の敷地内通路 

令１２８条の敷地内通路 

主要な出口 



４５ 
 

③ １階廊下なし型 
避難階以外に入居する者が共用階段の昇降口から直接地上へ出ることができ、 

避難階に共用廊下を有しない構造のもの 

住戸 

６０㎡ 

道 路 

主要な出口：共用階段の昇降口及び各住戸の玄関口 

利用する住戸が２００㎡未満のため幅員１.５ｍ 

利用する住戸が２００㎡以上 

５００㎡未満のため幅員３ｍ 

主要な出口が道に面している 

ため、条例３３条の通路は不要 

※令１２８条の通路を兼ねる 

【凡例】 

条例３３条の敷地内通路 

令１２８条の敷地内通路 

主要な出口 

令１２１条の直通階段 

④ 玄関ホール型 
避難階以外に入居する者が、屋外避難階段を使用することなく避難階の共用廊下 

及び玄関ホールを通じて地上に出ることができる構造のもの 

道 路 

道 路 

住戸 

EV 

正面玄関 

（メインエントランス） 

駐輪場 

１階 屋内廊下 

サブエントランス 

駐車場 

屋内避難階段 

※屋外避難階段や 

サブエントランスは 

主要な出口に該当しない 

主要な出口：正面玄関（メインエントランス）における屋外への出入口 

主要な出口が道に面して 

いるため、条例３３条の 

通路は不要 

屋外避難階段 

図５-４２ 主要な出口と敷地内通路（④玄関ホール型の例） 

図５-４１ 主要な出口と敷地内通路（③１階廊下なし型の例） 

住戸 

６０㎡ 

住戸 

６０㎡ 

住戸 

６０㎡ 

住戸 住戸 住戸 

駐車場 



４６ 

 
図５-４３ 「道に面する」の取扱い 

 

  

■道に面する 

道 

６０° 

■道に面する 

駐車場 
道 

主要な出口の中心 

６０° ６０° 駐車場 

駐車場 

■道に面しない ■道に面しない 

道 
主要な出口の中心 

６０° ６０° 

６０° 

主要な出口の中心 

道 

駐車場 

６０° ６０° 

主要な出口の中心 

■道に面しない ■道に面しない 

視認性○ 直進性× 

視認性○ 直進性× 視認性○ 直進性× 

道 

主要な出口の中心 

６０° 

手すり 

視認性× 直進性× 

道 

主要な出口の中心 

６０° 

植栽 

（高さ３０ｃｍ程度の低木等） 



４７ 

(階 段) 

第３４条 第２７条の規定は、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物について準用

する。この場合において、「ホテル等」とあるのは、「共同住宅又は寄宿舎」と読み

替えるものとする。 

〔解 説〕 

本条は、共同住宅等における有効な避難を図るため、階段の構造について、第２７条（ホ

テル又は旅館の階段）の規定と同様に定めたものである。 

 

 

 

(廊 下) 

第３５条 共同住宅の共用の廊下又は寄宿舎の廊下(３室以下の専用のものを除く。)の

幅は、両側に居室があるものにあつては１.６メートル以上、その他のものにあつて

は１.２メートル以上としなければならない。 

 

〔解 説〕 

本条は、共同住宅等における通行及び避難の安全を図るため、共用の廊下等の幅につい

て定めたものである。 

令第１１９条（廊下の幅）においては、共同住宅の住戸又は住室の床面積の合計が１００

平方メートルを超える階における共用の廊下の幅について規定しているが、本条では、適用

の範囲を床面積にかかわらず全てのものとし、適用の範囲を拡大している。 

なお、寄宿舎の３室以下の専用廊下については、収容人員が少なく規模が小さいため、

法と同様、本条も適用を除外している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ａ：中廊下の幅≧１.６ｍ             ａ：片廊下の幅≧１.２ｍ 

 
図５-４４ 両側に居室がある場合      図５-４５ 片側に居室がある場合 

 

 

 

  

ａ 

居室   〃    〃  居室 

廊 下 

居室   〃    〃  居室 

廊 下 ａ 

居室   〃    〃  居室 



４８ 

第８節  自動車車庫及び自動車修理工場 (第３６条～第３９条) 
 

(適用の範囲) 

第３６条 この節の規定は、自動車車庫又は自動車修理工場(以下この節において「車

庫等」という。)の用途に供する部分の床面積の合計が５０平方メートルを超える建

築物に限り、適用する。 

 

〔解 説〕 

本条は、一般住宅にも駐車場が設置されている状況を考慮して、５０平方メートル以下

の車庫については、規制の対象外としている。５０平方メートルという数値は、現在の法

第４８条（用途地域等）の規定に基づく別表第２、用途地域内の建築物の制限（へ）欄の

第２種住居地域内に建築してはならない建築物第２号の数値である。 

 

 

 

(敷地と道路との関係) 

第３７条 車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が３００平方メートルを超える

建築物の敷地の自動車の出入口は、６メートル以上の幅員を有する道路に接しなけれ

ばならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

（１）敷地が４メートル以上の幅員を有する２以上の道路に接し、かつ、当該敷地の

自動車の入口及び出口がそれぞれ別の道路に設けられているとき。 

（２）敷地が４メートル以上の幅員を有する道路に接し、かつ、当該道路と当該道路

に沿った当該敷地の一部とが幅員６メートル以上の道路状をなしているとき。 

（３）その他建築物の敷地及び周囲の状況により通行の安全上支障がない旨の知事の

認定を受けたとき。 

(平５条例２４・平１１条例１５・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、自動車の出入りに伴う車庫等の前面道路の交通安全の観点から、その敷地に設

ける出入口が接しなければならない道路の最小幅員について規定したものである。 

駐車場法では、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が５００平方メート

ル以上のものに法の基準を適用しているが、本条では、車庫等の用途に供する部分の床面

積の合計が３００平方メートルを超える建築物の敷地について規定している。この規模で

あれば自動車の出入頻度も多くなるため、敷地内外の安全確保の必要性から、建築物の敷

地の自動車出入口を幅員６メートル以上の道路に接するよう制限を付加している。 

しかし、建築物の敷地や周辺の状況によっては、６メートル以上の道路幅員がない場合

でも通行の安全を確保することができる場合も考えられることから、除外規定としてただ

し書を設けた。 

なお、本条は第３条（適用の除外）の規定により、都市計画区域及び準都市計画区域内

に限り適用することとしている。 

 

 

 

 



４９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-４６ 敷地の出入口が接する道路の幅員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-４７ 敷地の出入口が２以上の道路に接する場合（第１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-４８ 敷地の一部が道路と一体となっている場合（第２号） 
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５０ 

(構造制限) 

第３８条 車庫等の用途に供する部分の直上に２以上の階がある建築物(地上階の階数

が３以上のものに限る。)又は車庫等の用途に供する部分を２階に設ける建築物は、

耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 

(平５条例２４・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、引火性の強いガソリン等を内包している自動車を収容するものである車庫等に

ついて、耐火性能の強化を図るよう規定したものである。 

法第２７条（耐火建築物等としなければならない特殊建築物）の規定に基づく別表第１

において、３階以上の階を車庫等の用途に供する建築物は耐火建築物とし、また、その用

途に供する部分の床面積が１５０平方メートル以上の建築物は準耐火建築物とすることと

されている。 

本条では特に、１階に車庫等があり２階、３階が他の用途に供される建築物又は２階を

車庫等の用途として使用する建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物とするよう制限を付

加したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-４９ 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない車庫等 

 

 

 

(防火区画) 

第３９条 削除 

(平３０条例４５) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▽ ＧＬ 

車庫等 ２階に設ける場合 

車庫等 

直上に２以上の階があるもの 

▽ ＧＬ 



５１ 

第９節  キャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、料理

店及び飲食店 (第４０条～第４２条) 
(平５条例２４・改称) 

 

(適用の範囲) 

第４０条 この節の規定は、３階以上の階をキャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンス

ホール、遊技場、料理店又は飲食店(以下この節において「キャバレー等」という。)

の用途に供する建築物に限り、適用する。 

(平５条例２４・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、複合店舗建築物（いわゆる雑居ビル）について適用の範囲を規定したものであ

る。これらの建築物は、管理が必ずしも統一的に行われていないことから防災上の問題が

多く、新宿歌舞伎町雑居ビルの火災等、多数の死傷者を出している現状にある。 

当該建築物の問題点として、各店舗の経営形態が異なること、また、改修工事が頻繁に

行われることにより防火避難施設の機能障害が生じやすく、さらには、個々の店舗は火気

使用が多く、かつスペースが狭く、廊下、階段、出入口等の避難施設に商品、材料が集積

され、避難、消防活動の障害になる等が指摘されている。 

これらに対処するため、特に火気の使用が多い、各店舗が低照度個室化になりやすい、

また、利用人数が不特定多数であり酒気を帯びている人が多いなどの問題が多いキャバ

レー等の風俗営業施設又は飲食店が３階以上にある建築物について、この節の規定を適用

することとしている。 

なお、バーの用途の店舗のみで構成されるなど、全館同じ用途の建築物も適用される。 

 

 

 

(避難階段等の設置) 

第４１条 キャバレー等の用途に供する３階以上の階から避難階又は地上に通ずる令

第１２０条の規定による直通階段の一以上は、令第１２３条の規定による避難階段又

は特別避難階段としなければならない。 

２ 前項の規定による直通階段は、避難階における客用の屋外への主要な出口又は昇降

機に近接した位置その他客が通常利用する位置に設けなければならない。 

 

〔解 説〕 

火災等の非常時における避難経路を確保するため、本条第１項において直通階段の１以

上を避難階段又は特別避難階段とすることとしている。 

第２項は、第１項の規定による直通階段を主要な出口等に近接した位置に設けることに

より、客に対する避難経路の認知を図るとともに適正な維持管理が促され、安全かつ迅速

な避難を確保することを目的として規定したものである。 

ここでいう「客が通常利用する位置」とは、客が利用する主要な廊下に面した位置、あ

るいは、主要な出口から目視できる位置のことをいう。 
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図５-５０ キャバレー等を３階以上に設ける場合（第１項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-５１ 避難階段又は特別避難階段の位置（第２項） 

  

キャバレー等 避難階段又は特別避難階段 

▽ ＧＬ 
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５３ 

(内装制限) 

第４２条 キャバレー等の用途に供する居室の壁(床面からの高さが１.２メートル以

下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において

同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下こ

の条において同じ。)の仕上げにあつては難燃材料でした仕上げ又は令第１２８条の

５第１項第１号ロに掲げる仕上げと、当該居室から地上に通ずる主たる廊下、階段そ

の他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げにあつては同項第２号に掲げ

る仕上げとしなければならない。 

２ キャバレー等の調理室その他の室で火を使用する設備又は器具を設けたものは、そ

の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしなければならない。 

３ 前２項の規定は、令第１２８条の５第７項に規定する建築物の部分については、適

用しない。 

(平１２条例５５・平２８条例３３・令２条例３２・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、キャバレー等の密室化された居室から火災が発生した場合、多大な人的被害が

予想されることから、初期火災の拡大を防止するとともに煙が発生しにくいよう、内装の

不燃化について規定したものである。 

第１項は、キャバレー等の居室の壁及び天井、廊下等の内装について制限したものであ

る。「その他の通路」とは、ホール、ロビー等で通常通路として利用される部分をいう。 

第２項は、キャバレー等の調理室等、火気使用室の内装について制限したものである。 

第３項は、第１項又は第２項の規定により内装の制限が適用される部分で、スプリンク

ラー設備等及び排煙設備を設けた部分について適用を除外したものである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５-５２ 内装の不燃化 
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５４ 

第６章   長 屋 (第４２条の２) 
 

(出口) 

第４２条の２ 第３３条の規定は、長屋の用途に供する建築物について準用する。この

場合において、同条各号列記以外の部分中「共同住宅、寄宿舎又は老人福祉施設(有料

老人ホームを含む。以下この条において同じ。)の用途に供する建築物の避難階にお

ける屋外への主要な出口」とあるのは「長屋の用途に供する建築物の各戸の主要な出

口」と、同条第１号中「主要な」とあるのは「各戸の主要な」と、「共同住宅、寄宿

舎又は老人福祉施設」とあるのは「長屋」と読み替えるものとする。 

 (令元年条例７・追加、令６条例１８・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、長屋の用途に供する建築物についても、共同住宅等と同様に、避難階における

各戸の主要な出口からの避難が容易にできるようにするための規定である。 

長屋は、居住者が各住戸から直接又は専用の階段によって地上に避難できる構造である

ことから、避難規定上、共同住宅とは異なり戸建住宅と同様の扱いとなっている。 

しかし、近年、通常想定されている長屋とは異なる大規模かつ重層の長屋が現出し、居

住者数（戸数）や居住形態については、共同住宅に相当するものとなっている。 

そこで本条では、長屋に対しても第３３条の規定を準用し、共同住宅等と同様に各戸の

主要な出口と道の関係について規定することにより、居住者の避難時における安全を確保

するものである。 

なお、第３３条の共同住宅と同様に、道に面していない主要な出口が複数存在する場合、

敷地内の通路の幅はその主要な出口を利用する住戸の面積に応じた幅員を確保するものと

する。また、「道に面する」の取扱いについては、第３３条の共同住宅と同様とする。 

 

 
 

道 路 

敷地内通路は、利用する住戸の床面積に 

応じた通路幅（１.５ｍ～４.０ｍ） 

駐車場 

住戸 

７０㎡ 

条例３３条の敷地内通路 

主要な出口 

【凡例】 

図６-１ 長屋における主要な出口と敷地内通路 

住戸 

７０㎡ 

住戸 
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５５ 

第７章 日影による中高層の建築物の高さの制限 (第４３条) 
 

 

〔解 説〕 

本条は、日影規制の対象区域・規制時間を指定するものである。 

表７-１は、法第５６条の２の規定に基づき本条で指定した対象区域及び日影時間である。 

図７-１は、日影制限の説明図である。 

表７-２は、法第５６条の２第２項、第３項、第４項及び第５項の内容を要約したもので

ある。 

第４３条 法第５６条の２第１項の規定により日影による中高層の建築物の高さの制限

に係る対象区域として指定する区域は、次の表の左欄に掲げる区域とし、それぞれの

区域について生じさせてはならない日影時間として法別表第４(に)欄の各号のうちか

ら指定する号は、次の表の右欄に掲げる号とする。 

対 象 区 域 法別表第４(に)欄の号 

１ 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域及び田園

住居地域の全区域 
(一) 

２ 第１種中高層住居専用地域及び第２種中高層住居専用地域の

全区域 
(二) 

３ 第１種住居地域、第２種住居地域及び準住居地域の全区域 (二) 

４ 近隣商業地域のうち都市計画法(昭和４３年法律第１００号)

第８条第３項第２号イの規定により建築物の容積率が１０分の

１０、１０分の１５又は１０分の２０と定められた区域 

(二) 

５ 準工業地域のうち都市計画法第８条第３項第２号イの規定に

より建築物の容積率が１０分の１０、１０分の１５又は１０分

の２０と定められた区域 

(二) 

６ 用途地域の指定のない区域のうち法第５２条第１項第８号の

規定により建築物の容積率が１０分の５、１０分の８、１０分の

１０又は１０分の２０と定められた区域 

(三) 

２ 法第５６条の２第１項の規定により前項の表２の項から５の項までに掲げる区域に

ついて法別表第４(は)欄の２の項及び３の項に掲げる平均地盤面からの高さのうちか

ら指定するものは、４メートルとする。 

３ 法第５６条の２第１項の規定により第１項の表６の項に掲げる区域について法別表

第４(ろ)欄の４の項イ又はロのうちから指定するものは、ロとする。 

(昭６２条例３６・平６条例１１・平１１条例１５・平１３条例１９・平１５条例

４０・平２９条例４４・令６条例１８・一部改正) 

注 前記第４３条第１項の表は、平成１５年７月８日条例第４０号(同年７月８日施行)によ

り改正されたが、改正前の第４３条の規定(用途地域の指定のない区域に係る部分に限る。)

は、平成１６年５月１７日までの間、なおその効力を有する。 

対 象 区 域 法別表第４(に)欄の号 

用途地域の指定のない区域のうち法第５２条第１項第６号の規

定により建築物の容積率が１０分の１０又は１０分の２０と定

められた区域 

(二) 
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表７-１ 中高層の建築物の日影制限 

法第５６条の２第１項本文、法別表第４及び県条例 

県条例で指定する対象区域 
制限を受ける建築物 

（対象建築物） 

建築物の敷地の平均地盤面

から日影時間の制限を受け

る水平面までの高さ 

県条例で指定する日影の制限時間 

敷地境界線からの水平距離

が５メートルを超え１０

メートル以内の範囲内に生

じさせてはならない日影の

制限時間 

敷地境界線からの水平距離

が１０メートルを超える範

囲内に生じさせてはならな

い日影の制限時間 

第１種低層住居専用地域又は

第２種低層住居専用地域及び

田園住居地域の全区域 

軒の高さが７メートルを

超える建築物又は地階を

除く階数が３以上の建築

物 

１.５メートル ３時間以上 ２時間以上 

第１種中高層住居専用地域又

は第２種中高層住居専用地域

の全区域 

高さが１０メートルを超

える建築物 
４メートル ４時間以上 ２.５時間以上 

第１種住居地域・第２種住居

地域及び準住居地域の全区域 

高さが１０メートルを超

える建築物 
４メートル ５時間以上 ３時間以上 

近隣商業地域および準工業地

域のうち都市計画法(昭和４３

年法律第１００号)により建築

物の容積率が１０分の１０、 

１０分の１５又は１０分の２０

と定められた区域 

高さが１０メートルを超

える建築物 
４メートル ５時間以上 ３時間以上 

用途地域の指定のない区域の

うち法第５２条第１項第８号

の規定により建築物の容積率

が１０分の５、１０分の８、

１０分の１０又は１０分の２０

と定められた区域 

高さが１０メートルを超

える建築物 
４メートル ５時間以上 ３時間以上 

（注）１ この表において敷地の平均地盤面とは、当該建築物が周囲の地盤と接する位置の平均の高さにおける水平面をいう。 

   ２ この表において日影の制限時間とは、冬至日の真太陽時（その場所で太陽が真南にきたときを正午としてはかる時刻法）による午前８

時から午後４時までの間における日影の制限時間をいう。 
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（注）Ａ１：第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域又は田園住居地域で３時間以上の日影を生じさせてはならない日影部分 

Ａ２：第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域又は田園住居地域で２時間以上の日影を生じさせてはならない日影部分 

Ｂ１：第１種中高層住居専用地域又は第２種中高層住居専用地域で４時間以上、第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、近隣商業地域

（容積率10／10、15／10又は20／10の区域）、準工業地域（容積率10／10、15／10又は20／10の区域）又は用途地域の指定のない区域（容

積率5／10、8／10、10／10又は20／10の区域）で５時間以上の日影を生じさせてはならない日影部分 

Ｂ２：第１種中高層住居専用地域又は第２種中高層住居専用地域で２.５時間以上、第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、近隣商業

地域（容積率10／10、15／10又は20／10の区域）、準工業地域（容積率10／10、15／10又は20／10の区域）又は用途地域の指定のない区

域（容積率5／10、8／10、10／10又は20／10の区域）で３時間以上の日影を生じさせてはならない日影部分 

 

図７-１ 中高層の建築物の日影制限 

 

 

１.５ｍ 

敷地の平均地盤面 

５ 階 

４ 階 

３ 階 

２ 階 

１ 階 

制限を受ける建築物 

（対象建築物） 

４ｍ 

５ｍ 

１０ｍ 

Ｂ１       Ｂ２ 

Ａ１              Ａ２ 

第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、 

第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、 

近隣商業地域（容積率 10／10、15／10 又は 20／10 の区域）、 

準工業地域（容積率 10／10、15／10 又は 20／10 の区域）又

は用途地域の指定のない区域（容積率 5／10、8／10、10／10 

又は 20／10 の区域）で日影時間の制限を受ける水平面 

第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域

又は田園住居地域で日影時間の制限を受ける水平面 

北側隣地の住宅 

敷地境界線からの 

水平距離が 

５ｍ以内の範囲 

敷地境界線からの 

水平距離が 

５ｍを超え 

１０ｍ以内の範囲 

敷地境界線からの 

水平距離が 

１０ｍを超える範囲 

日影の制限を 

受けない範囲 

敷地境界線 

真北方向 

５
７
 

Ｈ  建築物が周囲の地面と 

接する位置の高低差 

２ 階 

１ 階 

Ｈ 

２ 

高さ＞１０ｍ 
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表７-２ 中高層の建築物の日影制限 

規 定 事 項 関 係 条 項 規 定 内 容 規 定 内 容 の 図 解 

１ 特定行政庁の

特例許可につい

て 

法第５６条の２第１項 

ただし書 

特定行政庁が土地の状況等により周

囲の居住環境を害するおそれがない

と認めて建築審査会の同意を得て許

可した場合は適用除外になる。 

 

２ 敷地内に２棟

以上の建築物が

ある場合の取扱

い 

法第５６条の２第２項 

同一の敷地内に二以上の建築物があ

る場合には、これらの建築物を一の建

築物とみなして日影規制の規定が適

用される。 

 

 Ｎ 

 

 

 

 
（注）既存不適格建築物を日影制限の規定に適合するように是正しなけ

ればならない。（法第３条第３項第３号による） 

３ 敷地が道路等

に接する場合の

緩和措置につい

て 

法第５６条の２第３項 

 

令第１３５条の１２第

３項第１号 

建築物の敷地が道路、水面、線路敷等に

接する場合に、当該道路等の幅が１０

メートル以下のときは、その幅の２分

の１だけ外側に、また、当該道路等の幅

が１０メートルを超えるときは、その

道路等の反対側の境界線から当該敷地

の側に水平距離５メートルの線がそれ

ぞれ敷地境界線とみなされる。 

① 道路等(Ｌ)が１０ｍ以下のとき  ② 道路等(Ｌ)が１０ｍを超えると

き 

 

Ｌ  Ｌ／２           Ｌ  ５ｍ 

 

４ 敷地がこれに

接する隣地等と

の高低差の著し

い場合の緩和措

置について 

法第５６条の２第３項 

 

令第１３５条の１２第

３項第２号 

建築物の敷地の平均地盤面が、隣地又

はこれに隣接する土地で日影の生ず

るものの地盤面（建築物がない場合は

平均地表面とする。）より１メートル

以上低い場合には、その建築物の敷地

の平均地盤面は当該高低差から１

メートルを減じたものの２分の１だ

け高い位置にあるものとみなされる。 

 

日影制限の規定に抵触す

る既存不適格建築物 

日影制限の規定に抵触し

ない増改築等の工事計画 

５
８

 

敷 地 敷 地 
緩和による 

敷地境界線 

 

（Ｈ≧１ｍとする） 

        緩和による平均地盤面 ｈ＝ 

ｈ１ 
ｈ２ 

Ｈ１ 

Ｈ２ 

 

隣地 

隣地 

１ｍ 

連接する土地 

１ｍ 

敷地の平均地盤面（法別表第４による） 

対 象 

建築物 

Ｈ－１ｍ 

２ 
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規 定 事 項 関 係 条 項 規 定 内 容 規 定 内 容 の 図 解 

５ 対象区域外か

ら対象区域内の

土地に日影を生

じさせる建築物

の取扱いについ

て 

法第５６条の２第４項 

対象区域外にある高さが１０メート

ルを超える建築物で冬至日において、

対象区域内の土地に日影を生じさせ

るものは、当該対象区域内にある建築

物とみなされて日影制限が適用され

る。 

 

６ 対象建築物が

異なる対象区域

の内外にわたる

場合の取扱いに

ついて 

法第５６条の２第５項 

（前段） 

 

令第１３５条の１３

（前段） 

対象建築物（日影の制限を受ける建築

物）が日影時間の制限の異なる対象区

域の内外にわたる場合には、当該対象

建築物は各対象区域の部分ごとに、そ

の対象区域の日影規制を受ける。 

 

７ 対象建築物が

異なる対象区域

に日影を生じさ

せる場合の取扱

いについて 

法第５６条の２第５項 

（後段） 

 

令第１３５条の１３

（後段） 

対象建築物が冬至日において、当該建

築物のある対象区域以外の対象区域

の土地に日影を生じさせる場合には、

当該対象建築物は、その日影を生じさ

せる対象区域の日影を受ける。 

 

 

５
９

 

準住居地域    第１種低層住居専用地域 

準住居地域の 

日影制限を受ける 

第１種低層住居専用地域の 

日影制限を受ける 

高さ＞１０ｍ 対象建築物 
対象建築物 軒の高さ＞７ｍ 

近隣商業地域   準住居地域   第１種低層住居 

専用地域 

準住居地域 

の日影制限 

を受ける 

日影部分 

第１種低層住居 

専用地域の日影 

制限を受ける 

高さ＞１０ｍ 対象建築物 

日影部分 

対象区域外    対象区域内 

（日影制限を受ける） 

高さ＞１０ｍ 対象建築物 

 



６０ 

 

第８章 雑 則 (第４４条～第４７条) 
 

(既存の建築物に対する制限の緩和) 

第４４条 法第３条第２項の規定により第７条、第８条の２、第９条、第１２条、第１４

条から第２０条まで、第２２条から第２４条まで、第２６条から第２９条まで、第３２

条から第３５条まで、第３７条、第３８条又は第４１条から第４２条の２までの規定の

適用を受けない建築物について、この条例の施行後に床面積の合計が５０平方メート

ルを超えない範囲内の増築(劇場の客席、病院の病室、学校の教室その他の当該特殊建

築物の主たる用途に供する部分以外の部分に係るものに限る。)若しくは改築(２以上

の当該増築又は改築で、当該床面積の合計を超えないものを含む。)、移転(令第１３７

条の１６各号に規定する範囲内におけるものに限る。)、大規模の修繕又は大規模の模

様替をする場合においては、これらの規定は、適用しない。 

２ 法第３条第２項の規定により第２０条第１号、第２４条から第２６条まで、第３１

条、第３２条又は第３８条の規定の適用を受けない建築物について、増築又は改築（増

築又は改築に係る部分が、令第１３７条の４第１号に該当するものに限る。）をする

場合においては、当該増築又は改築をする部分以外の部分に対しては、これらの規定

は、適用しない。 

３ 法第３条第２項の規定により第２０条第１号、第２４条から第２６条まで、第３１

条、第３２条又は第３８条の規定の適用を受けない建築物であって、これらの規定に

規定する基準の適用上一の建築物であっても別の建築物とみなすことができる部分

として令第１３７条の１４第２号に定める部分（以下この項において「独立部分」と

いう。）が２以上あるものについて増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替（以

下この項において「増築等」という。）をする場合においては、当該増築等をする独

立部分以外の独立部分に対しては、これらの規定は、適用しない。 

４ 法第３条第２項の規定により第３０条（外壁（延焼のおそれのある部分に限る。以

下この項において同じ。）に係る部分に限る。）の規定の適用を受けない建築物につ

いて、当該建築物における外壁以外の部分に係る大規模の修繕又は大規模の模様替を

する場合においては、同条の規定は、適用しない。 

５ 法第３条第２項の規定により第３０条（軒裏（延焼のおそれのある部分に限る。）

に係る部分に限る。）の規定の適用を受けない建築物について、当該建築物における

屋根及び外壁以外の部分に係る大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合におい

ては、同条の規定は、適用しない。 

(平１２条例５５・平２７条例４０・令元年条例７・令６条例１８・令８条例１４・

一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、法と同様の趣旨から既存建築物に対する制限の緩和を規定したものである。 

法は、法第３条（適用の除外）第３項の規定により、法適用後の増改築等に対し既存部分

についても適合させるよう要求しているが、小規模な増改築等における既存部分についても

法が適用されることによって建築物そのものの存続ができなくなったり建築物の大部分を

改修したりしなければならなくなるなど、経済的負担の増加等の不都合が生じることとなる。 

しかしながら、増改築等を無制限に認めれば好ましくない状態がますます拡大し、建築

物の安全はいつまでたっても図られない状態となる。 

そのため、法第８６条の７（既存の建築物に対する制限の緩和）において、建築物の安



６１ 

全性等の要請と建築物の利用性の維持との調整点として、第１項では５０平方メートル以

内の増改築等に対し、第２項及び第３項では火熱遮断壁等により分離等した増改築等に対

し、第４項及び第５項では一定の大規模の修繕又は大規模の模様替に対し、防火関係規定

等に係る緩和規定を設けている。 

本条第１項は、法と同様の趣旨及び法との整合性を図るため、例えば、法第２６条（構

造制限）及び法第２７条（耐火建築物等としなければならない特殊建築物）の適用を受け

る既存不適格建築物に５０平方メートル以内の増築をする場合、法第８６条の７の規定に

より法の適用は一定の範囲内において除外されるが、条例は除外されず整合性が失われる

ことになるため、５０平方メートル以内の増改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様

替について、大規模な改修等を要する規定に限り適用を除外したものである。 

なお、５０平方メートルとは、条例適用後における増築又は改築に係る部分の合計面積

であり、増築にあっては、当該特殊建築物の主たる用途のものは、床面積に関係なく条例

が適用されることとなる。 

第２項は、法第３条の２の規定により、第２０条第１号、第２４条から第２６条まで、第

３１条、第３２条又は第３８条の特殊建築物の防火・耐火に関する規定の適用を受けない建

築物について、火熱遮断壁等により分離等をし増築又は改築をする場合、当該増築又は改築

をする部分以外の既存不適格建築物については、現行の規定を適用しない旨の規定である。 

第３項は、法第３条の２の規定により、第２０条第１号、第２４条から第２６条まで、第

３１条、第３２条又は第３８条の特殊建築物の防火・耐火に関する規定の適用を受けない建

築物で、既に火熱遮断壁等により分離されている部分（独立部分）が２以上あるものについ

て、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、当該増築等を

する独立部分以外の独立部分に対しては、現行の規定を適用しない旨の規定である。 

第４項は、法第３条の２の規定により、第３０条の規定の適用を受けない建築物について、

外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は模様替を行う

場合にあっては、同条の外壁に係る部分に対しては、現行の規定を適用しない旨の規定であ

る。 

第５項は、法第３条の２の規定により、第３０条の規定の適用を受けない建築物について、

屋根及び外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は模様

替を行う場合にあっては、同条の軒裏に係る部分に対しては、現行の規定を適用しない旨の

規定である。 

なお、第２項及び第３項においては、既存建築物に対する制限を緩和する規定を、防火・

耐火に関する規定に限定し、避難に関する規定を除外することとした。これは、避難に関

する規定が特殊建築物の火災時に在館者が安全に地上へ避難するために特に重要なもので

あり、建築物全体として規制すべき内容であることから、中・大規模な増改築等の機会を

捉え、不適格状態の解消を誘導するものである。 
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６２ 

(仮設建築物等に対する制限の緩和) 

第４５条 この条例の規定は、法第８５条第６項若しくは第７項の規定による許可を受

けた仮設建築物又は法第８７条の３第６項若しくは第７項の規定による許可を受け

た建築物については、適用しない。 

(平１７条例２３・平３０条例３８・令元年条例７・令４条例３６・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、一定期間のみ存続する仮設建築物及び一定期間のみ用途を変更する建築物に対

し、一律に本条例を適用するのではなく、その用途、規模、構造及び存続期間等を総合的

見地から判断して防災・避難規定を適用させる方がより適切と考えられることから、法第

８５条第６項若しくは第７項の規定による許可を受けた仮設建築物又は法第８７条の３第

６項若しくは第７項の規定による許可を受けて用途を変更する建築物については、本条例

を適用しない旨規定したものである。 

 すなわち、特定行政庁が、用途、規模、構造等の総合的見地から安全上、防火上及び衛

生上支障がないと認めて許可した仮設建築物等については、本条例の適用は除外されるこ

ととなる。 

また、法も手続関係規定を除き、適用を除外している。 

なお、法第８５条第１項（非常災害区域内に建てる国等の災害救助用仮設建築物又は被

災者が自ら使用する小規模な仮設建築物）及び第２項（災害があった場合の公益上必要な

応急仮設建築物又は工事用仮設建築物）による仮設建築物並びに法第８７条の３第１項（災

害救助用建築物）及び第２項（公益的建築物）は、法により条例の適用は受けない。 

 

 

 

(一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する制限の特例) 

第４６条 法第８６条第１項若しくは第２項若しくは法第８６条の２第１項の規定に

よる認定又は法第８６条第３項若しくは第４項若しくは法第８６条の２第２項若し

くは第３項の規定による許可を受けた建築物に対する第７条、第８条の２第２項、第

１４条、第１５条、第１６条第２項、第２２条、第２３条、第３３条、第３７条及び

第４２条の２の規定の適用については、これらの建築物は、一の敷地内にあるものと

みなす。 

(平１１条例１５・追加、平１２条例５５・平１５条例４０・平１７条例２３・令

元年条例７・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、２つ以上の建築物の敷地又は２つ以上の敷地以外の土地が一団地を形成してい

て、建築制限の特例の認定又は許可を受けている場合の条例制限の特例、及び公告認定対

象区域内の一敷地内認定建築物以外の建築物の位置、構造の認定を受けている場合の条例

制限の特例について規定している。 

 

 

 

 

 



６３ 

(一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例) 

第４７条 法第８６条の４各号のいずれかに該当する建築物について第２０条第１号、

第２４条第１項、第２６条及び第３８条の規定を適用する場合においては、法第８６

条の４第１号イに該当する建築物は耐火建築物と、同号ロに該当する建築物は準耐火

建築物とみなす。 

(平１１条例１５・追加、平１２条例５５・平１７条例２３・令７条例１８・一部

改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、前条による認定又は許可を受けた建築物が、耐火建築物又は準耐火建築物であ

る場合の外壁の開口部に対する条例制限の特例について規定している。 
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第９章 罰 則 (第４８条・第４９条) 
 

第４８条 第５条から第７条まで、第８条の２から第２０条まで、第２２条から第３５

条まで、第３７条、第３８条又は第４１条から第４２条の２までの規定に違反した場

合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を

施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工

作物又は建築設備の工事施工者)は、５０万円以下の罰金に処する。 

２ 前項の規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又

は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰

するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科

する。 

(平４条例１２・一部改正、平１１条例１５・旧第４６条繰下、平１２条例５５・

平１７条例２３・平３０条例４５・令元年条例７・一部改正) 

 

〔解 説〕 

本条は、法第３９条第２項、法第４０条若しくは法第４３条第３項、法第４３条の２、法

第４９条第１項、法第４９条の２、法第５０条、法第６８条の２第１項、法第６８条の９第

１項又は同条第２項の規定により条例に委任された事項に違反した場合には、法第１０７条

の規定に基づき５０万円以下の罰金に処する旨の規定を設け、その実効性の確保を図ること

ができることとされていることから定めたものである。 

なお、地方自治法第１４条第３項において、「普通地方公共団体は、法令に特別の定めが

あるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、２年以下の懲役若しくは

禁錮、１００万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は５万円以下の過料を科す

る旨の規定を設けることができる。」こととされているが、本条は、「法令に特別の定めが

あるもの」に該当するものである。 

 

 

 

第４９条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法

人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰す

るほか、その法人又は人に対して前条の刑を科する。 

(平１１条例１５・旧第４７条繰下) 

 

〔解 説〕 

本条は、法人が社会的存在であり、自然人である行為者のみを罰しても社会正義が確保

されないところから、自然人と同時に法人を罰することができる旨を規定した両罰規定で

ある。 
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附 則 
 

 附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日

から施行する。 

(昭和５７年規則第５９号で昭和５７年９月１日から施行) 

(栃木県災害危険区域条例等の廃止) 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

（１）栃木県災害危険区域条例(昭和４８年栃木県条例第５号) 

（２）日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域及び日影時間の指定に関

する条例(昭和５３年栃木県条例第１号) 

(経過措置) 

３ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

附 則(昭和６２年条例第３６号) 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

(昭和６２年規則第６９号で昭和６２年１１月１６日から施行) 

 

附 則(平成４年条例第１２号) 

１ この条例は、平成４年５月７日から施行する。 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

附 則(平成５年条例第２４号) 

１ この条例は、平成５年６月２５日から施行する。 

 

附 則(平成６年条例第１１号) 

１ この条例は、平成６年７月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成４

年法律第８２号)第１条の規定による改正前の都市計画法(昭和４３年法律第１００

号)第２章の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成

８年６月２４日(その日前に同条の規定による改正後の都市計画法第２章の規定によ

り、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当

該都市計画の決定に係る都市計画法第２０条第１項(同法第２２条第１項において読

み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正後の栃木県建

築基準条例第４３条の規定は適用せず、改正前の栃木県建築基準条例第４３条の規定

は、なおその効力を有する。 

 

附 則(平成１１年条例第１５号) 

(施行期日) 

１ この条例は、平成１１年５月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の日前に建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)第６条第１項の

規定による確認を受けた建築物の建築制限については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる

場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前

附 

則 
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の例による。 

 

附 則(平成１２年条例第５５号) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

附 則(平成１３年条例第１９号) 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

(平成１３年規則第４７号で平成１３年５月１８日から施行) 

 

附 則(平成１５年条例第４０号) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に改正前の第４３条の規定により指定されている区域のうち

用途地域の指定のない区域内の建築物については、平成１６年５月１７日(その日以前

に特定行政庁(建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)第２条第３２号の特定行政庁

をいう。)が都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成１２年法律第７３

号)第２条の規定による改正後の建築基準法第５２条第１項第６号に掲げる数値の決

定及びその適用をしたときは、当該適用の日の前日)までの間は、改正後の第４３条の

規定(用途地域の指定のない区域に係る部分に限る。)は適用せず、改正前の第４３条の

規定(用途地域の指定のない区域に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。 

 

附 則(平成１７年条例第２３号) 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

  (平成１７年規則第４８号で平成１７年６月１日から施行) 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

附 則(平成２７年条例第４０号) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

附 則(平成２８年条例第３３号) 

この条例は、平成２８年６月１日から施行する。 

 

附 則(平成２９年条例第４４号) 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第１条中栃木県建築基準条例第

４３条第１項の表６の項の改正規定及び第２条中栃木県手数料条例別表第１の４３５の

項の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成３０年条例第３８号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成３０年条例第４５号) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

附 則(令和元年条例第７号) 
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この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、第２条の規定(栃木県知事の

権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第１の３９の項の改正規定(同項第８

号に係る部分に限る。)を除く。)は公布の日から、第１条中栃木県建築基準条例第４５

条の改正規定は規則で定める日から施行する。 

(令和元年規則第２号で令和元年６月２９日から施行) 

 

附 則(令和元年条例第１５号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則(令和２年条例第３２号) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

附 則(令和４年条例第３６号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則(令和６年条例第１８号) 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

附 則(令和７年条例第１８号) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則(令和８年条例第１４号) 

１ この条例は、令和８年４月１日日から施行する。 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

 

〔解 説〕 

本附則の各項は、この条例の施行日、従前の条例の廃止及び従前の条例の罰則の適用関

係の経過措置を規定したものである。 


